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第２部 施策の展開
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本計画の達成指標

基本理念である『健康で生き生きと、つながりながら暮らせるまち』の実現に向け、各

施策を展開するとともに、５つの基本目標の達成状況を客観的に評価するため、次のとお

り指標を設定します。

↗ 増加

↗ 増加

基本目標１： 地域包括ケアシステムの深化・推進による支え合いのまちづくり
施 策 施策に対する達成指標

1 地域包括支援センターの認知度 ↗ 向上

2
近所や地域で手助けを必要としている方に対して協力できる

高齢者の割合 ↗ 増加

施策２：

高齢者の尊厳を守る権利擁護

の推進

1 成年後見制度の認知度 ↗ 向上

1 在宅療養ができると考える高齢者の割合 目標： 40.0%

2
医療機関等との連携ができていると考える

ケアマネジャーの割合 ↗ 増加

基本目標２： 認知症になっても地域で暮らし続けられるまちづくり

施 策 施策に対する達成指標

1 認知症に対して肯定的なイメージを持つ高齢者の割合 ↗ 増加

2 認知症に関する相談窓口の認知度 ↗ 増加

3 徘徊ＳＯＳ『つながろう南丹ネット』の協力事業所数 ↗ 増加

注）現状値の欄が「－」の項目は、現状値が把握できていないため、目標値を設定している。

施策１：

地域包括ケアシステムの深

化・推進

施策３：

在宅医療・介護連携の推進

施策４：

認知症高齢者支援策の推進

165ヵ所

76.4%

現状値
達成の状態

(令和５年度）

42.9%

37.6%

達成の状態

(令和５年度）

27.2%

75.5%

30.1%

－

高齢者にとって安心して暮らせるまちだと思う人の割合 27.9%

主観的幸福度の高い高齢者の割合 45.4%

現状値

基本理念：健康で生き生きと、つながりながら暮らせるまち

基本理念に対する達成指標 現状値
達成の状態

(令和５年度）
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基本目標３： 住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくり
施 策 施策に対する達成指標

1 グループ活動に月１回以上参加している高齢者の割合 ↗ 増加

2 地域の活動に参加したい高齢者の割合 ↗ 増加

3 地域の活動で企画運営として参加意向のある高齢者の割合 ↗ 増加

1 介護が理由で離職した人の割合 ↘ 減少

2 介護が理由で働き方の調整等をしている人の割合 ↘ 減少

3 在宅福祉サービスの充実度 目標： 50.0%

施策７：

住まい・生活の場の支援
1 住環境の満足度 目標： 50.0%

1 災害発生時に避難等の手助けしてくれる人がいる高齢者の割合 ↗ 増加

2 防災の面で、安心して暮らせるまちだと考える人の割合 ↗ 増加

基本目標４： 健康で生き生きと暮らせるまちづくり

施 策 施策に対する達成指標

1 主観的健康感が高い高齢者の割合 ↗ 増加

目標： 60.0%

目標： 30.0%

4 新規要介護（要支援）認定者数 → 維持

1 趣味、生きがいのある高齢者の割合 ↗ 増加

2 閉じこもりリスクのある高齢者の割合 ↘ 減少

3 収入のある仕事をしている高齢者の割合 ↗ 増加

基本目標5： 介護保険サービスを利用して安心して暮らせるまちづくり
施 策 施策に対する達成指標

1 介護サービスを必要なだけ利用できている人の割合 ↗ 増加

2 介護が理由で離職等した人の割合 ↘ 減少

3 介護が理由で働き方の調整等をしている人の割合 ↘ 減少

1 介護給付適正化計画の達成度 ↗ 向上

2 ケアプラン（介護サービス計画）に満足している人の割合 ↗ 増加

1 介護従事者が足りている事業者の割合 ↗ 増加

2 必要な人材を速やかに採用できている事業者の割合 ↗ 増加

3 介護職員処遇改善加算を取得している事業所数 ↗ 増加

注）現状値の欄が「－」の項目は、現状値が把握できていないため、目標値を設定している。

現状値
達成の状態

(令和５年度）

48.3%

58.3%

31.9%

12.5%

38.6%

－

－

74.9%

31.2%

現状値
達成の状態

(令和５年度）

76.0%

50.0%

53.8%

70.3%

22.8%

31.6%

現状値

23.8%

25.0%

65事業所

施策５：

介護予防・生活支援サービス

の充実

施策６：

介護保険外の在宅福祉サービ

スの充実

施策８：

高齢者の安心・安全の確保

施策９：

健康づくり・介護予防の推進

2 健康寿命 ↗ 延伸

3 健診受診率

施策10：

高齢者の社会参加などによる

生きがいづくりの推進

施策11：

介護サービスの確保方策

69.6%

12.5%

38.6%

達成の状態

(令和５年度）

男性：80.5歳

女性：84.3歳

40～74歳：

40.0%

75歳以上：

20.0%

503人

施策12：

介護給付の適正化

施策13：

介護サービス従事者の

人材確保



40

基本目標１：地域包括ケアシステムの深化・推進による支え

合いのまちづくり

施策１：地域包括ケアシステムの深化・推進

地域包括ケアシステムは、高齢者へ必要な支援を包括的に提供し、地域社会での見守

り活動や助け合いといった「支え合い」により、地域での自立した生活を支援するための

仕組みです。

将来的には高齢者だけではなく、地域に住む人や社会資源など全てを含んだ「地域共

生社会」のまちづくりを目指し、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し

地域をともにつくっていく社会を目指します。

（１）地域包括支援センターの機能強化

地域包括支援センターは、南丹市社会福祉協議会への委託により、市内４カ所（各日

常生活圏域）に事務所を設置し、「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のため

に必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援

すること」を目的として、公正・中立の立場から医療、介護等の公的サービスとインフ

ォーマルな社会資源を活用した地域包括ケアネットワークの強化を図ります。主な業

務として、総合相談支援、虐待の早期発見・防止などの権利擁護、包括的・継続的ケア

マネジメント支援、介護予防ケアマネジメントを実施していくために、地域高齢者の実

態把握、介護予防の推進、高齢者やその家族への総合的な相談や権利擁護のための取組

を行っています。

①事業の効率・効果的な実施

地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康保持及び生活安定のために必要な

援助を行うことにより、包括的支援事業を一体的に実施する中核的機関としての役割

を担っています。

今後の運営においては、地域包括ケアシステムの構築を推進していくためにも、その

機能強化を図っていくことが重要になります。そのためには、引き続き、市と委託先の

社会福祉協議会において緊密な連携を図りながら事業を実施することが必要です。市

及び地域包括支援センターが、それぞれの業務の実施状況を把握し、加えて地域包括支

援センター運営協議会での検討、協議等を踏まえ、事業の効率的・効果的な実施を図り

ます。
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②総合相談支援の充実

総合相談の内容は、介護保険サービス利用に関することだけではなく、高齢者本人の

みならず、障がい・生活困窮など複合的な課題を抱えた世帯に関する相談も増加してい

ます。そのため、地域で個別に支援するだけではなく、出張相談で人が集まる機会を通

じて相談に応じたり、出前講座を行い、地域包括支援センターは高齢者の何でも相談で

きる窓口として市民への周知を進めてきましたが、アンケート調査結果によると認知

度は十分とはいえない状況にあります。

高齢者本人や家族、地域の人などからの相談内容が年々多様化・複雑化・専門化して

きている中で、各機関と連携をとりながら、相談機能の充実・強化を図ります。出張相

談や出前講座も継続し、それらの中で地域包括支援センターの周知も進めていきます。

また、増加傾向にある認知症高齢者に対して専門的に対応する認知症地域支援推進

員の配置や、認知症初期集中支援チーム「オレンジチームなんたん」等での、行政、医

療や福祉の専門職との連携を強化し、柔軟に対応できる相談窓口としての役割を果た

していきます。

■実績

（２）地域のネットワークの充実

地域のネットワークは、虐待防止、防犯・防災、認知症対策などの施策を展開し、ま

た高齢者の自立した生活を支える上で、あらゆる場面で重要となります。地域ケア会議

は、関係者が集まることで、地域支援ネットワークを構築し、地域づくりや資源開発、

政策形成を行います。

①地域ぐるみの見守り体制

地域ケア会議、社会福祉協議会主催の地域別懇談会などの各会議や協議体などの運

営・開催から、サロン活動などをはじめとした通いの場での住民同士のつながりの強化

やふれあい委員による訪問まで、幅広いネットワークづくりを引き続き推進します。

また、定期的に高齢者宅を訪問する機会がある事業者と市、社会福祉協議会との三者

により「見守り協定」を締結し、日常生活の中で一人暮らし高齢者等の異変の察知や、

連絡体制を整備することにより高齢者の見守り体制の充実を図ってきました。

今後さらに、高齢者の一人暮らし世帯や認知症高齢者が増えていくと見込まれる中

で、民生児童委員、自治会、老人クラブ、ボランティア団体、社会福祉協議会、医療機

項 目

実 績

2018 年
（平成 30 年）度

2019 年
（令和元年）度

2020 年
（令和２年）度
（※見込値）

総合相談件数 665 件 676 件 680 件
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関など高齢者を取り巻く地域組織等との連携を強化し、「地域ぐるみの見守り体制」の

充実を図ります。

②地域ケア会議の推進

地域ケア会議では、医療、介護の専門家や地域団体など多職種の関係者が協働して、

個別課題や地域課題を共有するとともに、高齢者の自立支援等について検討していま

す。

今後、地域の活性化のためには、シニア世代（団塊の世代）の社会参加が重要なポイ

ントになるため、シニア世代の社会参加や社会資源の創出につながる内容で取組を進

めていきます。

一人ひとりの課題について協議する地域ケア個別会議では、個々の対象者について

解決すべき課題の顕在化と具体的な支援策を検討するため、本人や家族、ケアマネジャ

ー、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業所、地域（自治会長、民生児

童委員、近隣者等）、警察など対象者に応じたメンバーにより対応していきます。

地域ケア個別会議の結果を踏まえ、地域包括支援センターでは、個人の課題の共有・

仕分けを行います。地域課題を優先順位化し、緊急性、重要度等を考慮し、それらを取

りまとめて、地域ケア会議において、地域の課題を解決するための検討や既存事業の再

構築、新たな事業の提案などにつなげていきます。

■実績

項 目

実 績

2018 年
（平成 30 年）度

2019 年
（令和元年）度

2020 年
（令和２年）度
（※見込値）

地域ケア推進会議 3回 1 回 0 回

地域ケア個別会議 36 回（23 ケース） 81 回（43 ケース） 50 回（25 ケース）
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（３）地域包括ケアシステム“地区モデル”の構築

健康なまちづくりの推進のためには、地域や住民の暮らしの多様性を踏まえ、人と人、

人と社会がつながり支え合う取組が重要となっています。

南丹市の中でも、特に美山地域では少子高齢化が進んでいます。その中で、地域活性

化に向け地域振興会等の自治組織による地域活動が盛んに行われています。

今後は、地域包括支援センターや各関係機関と連携し、子育て・健康づくり・疾病予

防・治療・在宅療養が地域でつながりながら安心して暮らせるよう、乳児から高齢者を

対象とした、“全世代型地域包括ケアシステム”として、「美山モデル」（仮称）の構築

に努めます。
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施策２：高齢者の尊厳を守る権利擁護の推進

認知症であって本人に身寄りがない、あるいは親族からの虐待や放置を受けているな

ど、困難な状況に置かれている高齢者であっても、尊厳をもって安心して生活できるよ

う、専門的・継続的な視点からの支援を実施していきます。

（１）高齢者虐待防止対策の推進

高齢者に対する虐待に関して、民生児童委員、ケアマネジャー、サービス提供事業所、

医療機関、警察など様々な関係機関から、年間 10～20件の通報があります。虐待の種

別は身体的虐待が多く、心理的虐待やネグレクト（介護や世話の放棄、放任）との複合

的なケースもあります。

虐待の要因として、介護の負担や認知症に対する理解不足等があげられることから、

適切な介護サービスの利用につなげたり、認知症が疑われる場合には、認知症初期集中

支援チームへ紹介や認知症の相談、病院受診を勧めています。また、家族等に対する心

のケアや経済的な自立など、支援が必要な状況に応じて、庁内の関係各課や保健所、医

療機関、生活支援センターや南丹市権利擁護・成年後見センターと連携し、支援を行っ

ています。

①高齢者虐待に関する正しい理解の促進

家族等による虐待や介護施設従事者等による虐待などを防止するために、介護の方

法や認知症に関する知識の普及、介護者への負担軽減に向けた取組を行います。

高齢者虐待防止ネットワーク会議を開催し、関係機関や専門職、地域の関係者との意

見交換、情報提供を行います。

②虐待の未然防止、早期発見・早期対応

虐待の未然防止をはじめ、早期発見・早期対応ができるよう、地域包括支援センター

を中心に関係機関と連携を図り、高齢者虐待防止のための研修会や講演会の開催、地域

住民への啓発、地域での見守り体制の充実・強化を推進し、虐待の早期発見・早期対応

に努めます。

また、高齢者虐待防止マニュアルに基づき、事案に応じて関係者との連携、ケース会

議を行い高齢者や養護者に対する相談、指導、助言等を実施します。さらに、早期対応

のシミュレーションを実施し対応機能の向上に努めます。
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③虐待への対応

介護負担の軽減など必要な支援を行うとともに、虐待を受けた人とした人、それぞれ

の心のケアに努めます。

また、虐待を受けた高齢者については、必要に応じて弁護士・社会福祉士等の専門職

と協議し、老人福祉法に規定する「やむを得ない事由」による措置や成年後見制度など

を活用した支援に努めます。

（２）権利擁護の推進

①成年後見制度の利用促進・啓発

成年後見制度は、認知症や障がいによって判断能力に不安のある方が、住み慣れた地

域で自分らしく安心して暮らしていけるよう、法律面・生活面から支援する制度です。

本市では、令和２年度に設置した「南丹市権利擁護・成年後見センター」と各相談・

支援機関等が連携し、判断能力や生活状況に応じて、成年後見制度や福祉サービス利用

援助事業等の利用が円滑に行えるよう、権利擁護を推進するためのネットワークづく

りを進め、支援体制を整備していきます。

また、アンケート調査結果では、成年後見制度について「聞いたことがあるが、内容

までは知らない」方が４割超、「全く知らない」方が２割を超えている現状から、広報

誌等を利用し、市民に対して制度の周知・啓発を図り、相談しやすい体制づくりに努め

ます。

そして、身寄りがない場合や、親族の協力が得られないなどの理由により、制度の適

切な利用が難しい認知症高齢者などに対し、市長が申立人となる制度（成年後見制度利

用支援事業）を活用していきます。さらに、一定条件のもと、成年後見制度の利用に係

る費用負担が困難である人に対して助成を行います。

②老人保護措置制度の活用

家族等から虐待を受けている人や、環境や経済的な理由により自宅で生活すること

が困難な高齢者、認知症等の理由により意思決定が困難で、かつ本人を代理する家族等

がいない場合の高齢者に対して、市町村が職権をもって必要な介護サービスを提供す

る老人福祉法に基づく措置制度があります。

制度が適切に活用されるよう、地域包括支援センターやケアマネジャー、民生児童委

員、サービス提供事業所等と連携しながら、事案の的確な把握と事実確認をはじめ、措

置決定などの流れを適切かつ迅速に行うことができる体制の強化に努めます。
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施策３：在宅医療・介護連携の推進

医療と介護の両方を必要とする高齢者に対し、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい

暮らしができるよう、在宅医療及び介護が円滑に切れ目なく提供される仕組みを構築して

いきます。

（１）在宅医療の周知・啓発

高齢者が住み慣れた地域で自分らしく過ごすためには、在宅での療養が必要になった

ときに、必要なサービスを適切に選択できるようにすることも重要です。

地域住民が在宅医療や介護について理解できるよう、本人や家族に対し介護の方法や

医療情報について分かりやすく情報提供するとともに、気軽に相談できる体制の整備を

図ります。今後も、医師会や各医療機関及び介護保険事業所との連携により、引き続き啓

発活動に取り組んでいきます。また、介護をする中で、在宅で人生の最期を過ごすための

「看取り」についてや、もしものときのために、高齢者が望む医療やケアについても、前

もって考え、繰り返し話し合い、共有する取組（ACP=アドバンス・ケア・プランニング）

などを推進していきます。

（２）医療と介護の連携強化

介護サービスを受けながら在宅で生活している高齢者が、安心して療養生活を継続で

きるように、また、医療機関への受診や入院が必要になったときや、退院して在宅生活へ

戻るときには、スムーズに介護サービスが受けられるようにするため、在宅での療養に

関わる介護保険事業所と医療機関の関係者がうまく連携できるよう、医師会を中心とし

た体制の強化を図っていきます。

①在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討

医師会、京丹波町と連携し、地域の医療機関、介護保険事業所の機能等の社会資源及

び在宅医療・介護サービス利用者の情報を把握、整理し、医療・介護関係者の間で課題

を共有し、その対応策について検討していきます。

②多職種間の連携強化、関係者の研修

多職種間の情報共有、連携の取組の拡大に向け、連携の質の向上を図っていきます。

地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、従来から、医師会・薬剤師会・理

学療法士会・栄養士会・介護支援専門員会等の専門職の団体がそれぞれに主催する研修

会が開催されています。
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医療・介護関係者間での連携を円滑にするため、それぞれの職種がお互いの分野につ

いての知識等を身につけられるよう、医療・介護関係者に対する研修を引き続き支援し

ます。また、医療・介護関係者の多職種間の相互の理解や情報共有を一層進める観点か

ら、多職種でのグループワーク等の研修を推進していきます。
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基本目標２：認知症になっても地域で暮らし続けられるまち

づくり

施策４：認知症高齢者支援策の推進

認知症に関する啓発活動や認知症予防活動等、認知症高齢者支援の充実を図ります。

認知症施策推進大綱（資料編参照）に基づき、認知症の人や家族の視点に立ち、認知症

の人が家族とともに地域で暮らすための「共生」と、認知症の発症を遅らせ認知症になっ

ても穏やかに暮らせるような視点からの「予防」のための施策を推進し、認知症になって

も安心できる認知症バリアフリー社会の実現に向けて取り組みます。

認知症施策推進大綱の①普及啓発・本人発信支援、②予防、③医療・ケア・介護サービ

ス・介護者への支援、④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参

加支援、⑤研究開発・産業促進・国際展開の５つの柱のうち、主に①～④の内容が含まれ

た施策を実施していきます。

（１）認知症高齢者を支える地域づくり

認知症になってもできる限り住み慣れた地域で、希望をもって自分らしく日常生活を

過ごせる社会を目指します。

そのためには、地域の多くの人が認知症に関する正しい知識をもって、あたたかく見

守ることが大切です。暮らし慣れた地域で認知症の人やその家族が気軽に行け、安心し

て話ができる居場所づくりなど、地域ぐるみでの活動を進めていきます。また、若年性認

知症の人への支援について取組を検討していきます。

①認知症サポーター養成講座

認知症に関する正しい知識を伝え、誤解や偏見をなくすとともに、認知症の特徴や対

応方法を広めるため、認知症サポーター養成講座を警察署や郵便局、自治会の集会、地

域のサロン及び学校教育の場で引き続き開催します。今後は、商店や銀行関係など接客

や窓口対応が必要な所での講座開催を行うなど、広く地域での開催を目指します。

また、養成講座修了者に対してフォローアップ研修を行い、地域で認知症の人に対す

る見守り・話し相手として活躍できるよう支援します。（「チームオレンジ」）
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②認知症カフェ等の居場所への参加促進

認知症高齢者及び家族等の介護者の悩みや不安を軽減し、地域で気兼ねなく情報交

換や交流機会を充実させるための認知症カフェは、認知症の方の社会参加とその家族

の支援の一つになっています。認知症カフェの開催にあたっては、ボランティアの参加

を促したり認知症地域支援推進員など専門職による相談支援や情報提供、実施主体同

士の情報交換の場を設けるなどの支援をしていきます。

③南丹市徘徊ＳＯＳ「つながろう南丹ネット」

市内の事業所に対し南丹市徘徊ＳＯＳ「つながろう南丹ネット」への登録推進や、地

域全体のネットワーク強化により見守り体制の充実を図ります。

認知症等による「徘徊行動」の心配がある方への対応については、「南丹市徘徊 SOS

ネットワーク事業」の事前登録を促すとともに、位置情報検索システム（GPS機能）

による徘徊探知機を利用するための初期費用及び利用料の助成を行うなど個々の安全

確保の支援をしていきます。

■実績

項 目

実 績

2018 年
（平成 30 年）度

2019 年
（令和元年）度

2020 年
（令和２年）度
（※見込値）

認知症サポーター養成人数 251 人 338 人 50 人

徘徊ＳＯＳ事前登録者数（新規登録数） 15 人 19 人 15 人

徘徊ＳＯＳ協力事業所数（年度末登録数） 122 カ所 140 カ所 175 カ所
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（２）認知症施策の推進体制の強化

①認知症地域支援推進員

認知症地域支援推進員は、介護サービス事業所及び地域の支援機関の連携を図るた

めの支援や、認知症に関する相談対応等を行います。また、認知症になっても安心して

暮らし続けることができるよう、生活のあらゆる場面での障壁を減らすこと（認知症バ

リアフリーの推進）や、社会参加の支援を図ります。これらの活動を通し把握した認知

症に係る地域課題について、市と連携して具体策などを検討し認知症施策の実施に取

り組んでいきます。

②認知症の支援者を支える仕組み

本市は、認知症疾患医療センターと連携し、地域包括支援センターや認知症に関わる

専門職及び地域の関係者等から構成される認知症検討会を開催し、認知症に関する課

題の整理や解決策の検討を行います。

また、地域の見守り・支援の取組等の連携を推進し、認知症の人ができるだけ在宅で、

医療と介護との連携による適切なサービスを受けながら生活できるよう、本人・家族の

ニーズと認知症サポーターを中心とした支援者をつなぐ仕組み（「チームオレンジ」）

を整備し、認知症ケア体制の充実に努めます。

③認知症ケアパス

いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受けることができるのか、具体的な

機関名やケアの内容などをあらかじめ認知症の人とその家族に提示し、認知症の進行

に応じて必要な支援が受けられるよう「認知症ケアパス※」の普及・啓発を行います。

また、認知症かもしれないと不安や心配を感じている方、認知症の診断を受けてこれ

からの生活をどうしたらよりよく暮らしていけるかと考えておられる方が、少しでも

前を向いて、また早期に関係機関等とつながるきっかけとなることを目的に「別冊ケア

パス（「つながるAtoZ」）」の活用にも努めます。

※ 認知症ケアパス：認知症の進行に合わせて受けられるサービスや社会資源等を紹介する一覧表。
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（３）認知症初期集中支援事業の推進

認知症の早期診断・早期対応を目的に、認知症初期集中支援チーム（オレンジチーム

なんたん）を平成 29年に立ち上げ、認知症高齢者に対する初期対応の支援を実施して

います。

地域包括支援センターに寄せられる認知症の相談の中で、認知症初期集中支援チー

ムでの支援が必要な方を適切に見極め、事業につなぎます。認知症初期集中支援チーム

員の活動内容を周知し、初期の認知症の方や、認知症の周辺症状で困難な介護を強いら

れている介護者、本人等支援が必要な方と事業が結び付けられるように努めます。

今後も認知症高齢者に対する支援を行いつつ、医療・介護等の関係機関との連携や、

認知症ケアパスなどを更新・活用しながら広報活動なども合わせて行っていきます。

■実績

項 目

実 績

2018 年

（平成 30 年）度

2019 年

（令和元年）度

2020 年

（令和２年）度

（※見込値）

初期集中支援チーム対応件数 10 件 8件 5 件

（「南丹市認知症初期集中支援事業実施の手引き」より）
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基本目標３：住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくり

施策５：介護予防・生活支援サービスの充実

顔なじみの人がいる地域で、また、地域との関わりが少ない人にとっては顔なじみを

つくれるよう、それぞれの地域特性を生かした方法で、楽しみながら、無理なく継続でき

る介護予防活動を展開します。

（１）生活支援体制の整備

急速に進む高齢化社会において、住み慣れた地域で安心して在宅生活が送れるよう

に、地域社会に互助の精神に基づく支援体制の構築を進めていきます。

介護予防につながる身近な地域での通いの場（サロン活動など）の充実や、地域が担

うサービスの提供を創出するため、日常生活圏域ごとに配置している生活支援コーデ

ィネーターを中心に、それらを検討し協議する場として協議体（たすけあい会議）を設

置しており、地域でのサロンの立ち上げを中心に、地域住民の自主的な活動の支援を行

います。また、地域の特性を十分に生かした「地域ぐるみの支え合い」を推進するため、

今ある地域資源を継続させながら、高齢者だけでなく幅広い世代が参加し、多様な生活

ニーズに対応できる必要なサービスを地域で提供できる体制を目指します。

①協議体

本市では、日常生活圏域ごとに第 2層協議体を設置しています。各協議体は、それ

ぞれの生活圏域で抱えている固有課題の掘り起こしや社会資源の確認を通じて、課題

解決に向けた取組を進めています。

今後も、地域に根差した活動を推進していくことで互助の精神を育むとともに、地域

課題を解決していくことで、地域包括ケアシステムの深化に向けた取組を進めます。

また、第 1層協議体は、地域に会員をもつ団体より代表者が集い、第 2層協議体の

活動内容について市全体で情報共有することで、第 2層協議体の活動をサポートしま

す。

②通いの場

通いの場は、地域に住む高齢者等が定期的に集まり、様々な活動を通じて仲間と楽し

んだりリフレッシュしたりするなど、日々の生活に活気を取り入れるための取組です。

活動内容は、参加者同士で気楽に語り合うことや、各種の教室、趣味の活動などで、

場合によってはストレッチ体操や認知機能訓練、口腔ケアなどの介護予防に直結する

取組も実施されています。
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通いの場では、参加者は１回数百円程度の参加費を負担することもありますが、規模

の大小を問わず重要な取組であることから、運営ボランティアの育成や活動を充実さ

せるための取組など、今後も積極的な支援を行います。

（２）介護予防サービスの取組

介護予防サービスとして、訪問型・通所型のサービスに取り組んでいます。対象者が

要支援者等であり、要介護認定を受けるとサービス利用が継続できなくなるため、本人

の希望を踏まえて地域とのつながりを継続することを可能とする観点から、対象者の

弾力化を検討します。

①訪問介護相当サービス

訪問介護員が利用者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介助や調理、洗濯、掃

除等の日常生活上の支援を行います。

利用者が円滑に利用できるよう、地域包括支援センター、ケアマネジャー、事業所等

が連携して在宅での生活を支援していきます。

②訪問型サービスＡ（くらし安心サポート事業）

生活援助員が利用者の居宅を訪問し、利用者が自立した生活を継続できるように、掃

除、食事の準備、買い物等の生活維持のために必要な軽易な家事支援を行います。

③訪問型サービスＤ

住民主体の自主活動の一つとして、通院等や他主体が実施する介護予防等の場への

送迎前後の生活支援を行う団体に対し、補助金を交付します。

高齢者の閉じこもり防止や社会参加を促すための方策として、主体的に活動する住

民組織の養成に向け、生活支援コーディネーターとも連携した取組を行います。

④通所介護相当サービス

日中、デイサービスセンター等で入浴、食事等の介助、その他の日常生活上の支援や

健康管理、機能訓練を行うサービスです。

⑤その他

上記の他にも多様なサービスがあります。引き続き、生活支援コーディネーターとの

連携を密にし、市民のニーズの把握に努め、必要に応じたサービス構築に向けた検討を

行います。
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■訪問型サービス

■通所型サービス

種別 取組内容 提供主体

訪問介護

相当サービス

介護保険給付から地域支援事業に移行した訪問介

護事業で訪問介護員による身体介護や生活援助を

行うサービスです。

介護保険サービス
事業者

訪問型サービスＡ

掃除、買い物、洗濯等の生活援助サービスで、指定

事業者による訪問介護を緩和した基準によるサー

ビスです。

ＮＰＯ法人や民間
事業者を指定又は
委託

訪問型サービスＢ Ａ型と同じメニューの生活援助サービスです。
住民主体の自主活
動

訪問型サービスＣ

保健・医療の専門職が直接訪問して、相談や体力改

善の指導を行います。従来の訪問型介護予防事業を

引き継ぐものです。

市・介護保険サー
ビス事業者等

訪問型サービスＤ
移動支援サービスです。移送前後の付き添い支援や

通所型サービスの送迎を行うものです。

住民主体の自主活
動

種別 取組内容 提供主体

通所介護

相当サービス

介護保険給付から地域支援事業に移行した通所介

護事業でデイサービスセンター等で生活機能の向

上のための機能訓練などを行うサービスです。

介護保険サービス
事業者

通所型サービスＡ

運動やレクリエーションを中心としたミニ・デイサ

ービスで、指定事業者による通所介護を緩和した基

準によるサービスです。

ＮＰＯ法人や民間
事業者を指定又は
委託

通所型サービスＢ
身近な地域に体操や運動等の活動場所等を設置す

るものです。

住民主体の自主活
動

通所型サービスＣ

保健・医療の専門職が、生活機能の改善や運動器の

機能向上、栄養改善等のプログラムを教室や講座の

形で実施します。従来の介護予防教室を引き継ぐも

のです。

市・介護保険サー
ビス事業者等



55

施策６：介護保険外の在宅福祉サービスの充実

日常生活において介助を必要としている人とその家族が地域で安心して生活していく

ために在宅福祉サービスを実施しています。

今後も必要な支援を続けるとともに、ニーズの変化等に応じたサービスの多様化を模

索します。

（１）在宅福祉サービスの充実

①外出支援サービス事業

一般の公共交通機関を利用することが困難な高齢者や心身に障がいがある人に対し、

送迎用車両（リフト付等）を使用して医療機関及び院外薬局への送迎を行います。

また、顕在化しつつある高齢者の日常生活維持に伴う移動手段の確保については、地

域の実態把握を進めるとともに、地域公共交通会議にて公共交通網の検討をしていた

だけるよう連携に努めます。

②訪問理美容サービス事業

寝たきり高齢者等の清潔保持とリフレッシュのために、居宅で理美容サービスが受

けられるよう、理美容師の出張に要する費用の一部を助成します。

③あんしん見守りシステム事業

固定電話の回線に双方向通信装置を設置することで、24時間 365 日専門スタッフが

常駐するセンターとつながり、事前に登録をしている近隣協力員の協力を得ながら緊

急時の対応や日常の健康に関する相談等を行うことができるシステムで設置の補助を

行います。

④高齢者等除雪対策事業

自力で除雪が困難な高齢者世帯等に対して、敷地内の歩行を可能とする除雪、住居屋

根の雪下ろし作業に対する費用の一部を助成します。（日吉・美山地域）

⑤食の自立支援サービス

一人暮らし高齢者や高齢者世帯、又は心身に障がいがある人で調理が困難な人を対

象に食事を定期的に提供するとともに、配達時には利用者の安否確認を行います。
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⑥はり・灸・マッサージ施術費補助事業

市内の視覚障がい者の経営する施術院で、はり・灸・マッサージの施術を受けたとき

に、その費用の一部を助成します。

⑦住宅改修支援事業

住宅改修に関する相談助言・情報提供・連絡調整等の実施、住宅改修費の支給申請に

係る書類の作成経費の助成を行います。

■実績

項 目

実 績

2018 年

（平成 30 年）度

2019 年

（令和元年）度

2020 年

（令和２年）度

（※見込値）

外出支援サービス延べ利用件数 11,392 件 11,160 件 12,000 件

訪問理美容サービス延べ利用件数 35 件 36 件 35 件

あんしん見守りシステム設置者数 95 人 97 人 95 人

高齢者等除雪対策事業登録者数 186 人 181 人 190 人

食の自立支援サービス延べ提供食数 33,168 食 32,906 食 34,000 食

はり・灸・マッサージ事業助成件数 157 件 128 件 140 件

住宅改修支援事業助成件数 13 件 12 件 10 件
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（２）家族介護者の支援

①介護用品支援事業

在宅で要介護４及び５に認定されている高齢者を介護している家族に対して、紙お

むつや尿とりパッド等の購入費を一定の条件のもとに助成します。

②家族介護者交流事業

在宅で寝たきりや認知症の高齢者等を常時介護している介護者を対象に、介護者の

心身の元気回復を図るため、講演会や介護者交流会を開催するなど、介護者同士の交流

を深めるとともに、より多くの方が参加しやすい形態を模索していきます。また、家族

会の自主的な活動に対して、補助金を交付し運営を支援します。

③家族介護慰労事業

在宅で重度の要介護者を介護している家族を対象に一定の要件を満たす場合に慰労

金を支給します。

■実績

項 目

実 績

2018 年

（平成 30 年）度

2019 年

（令和元年）度

2020 年

（令和２年）度

（※見込値）

介護用品支給事業助成世帯数 15 世帯 14 世帯 15 世帯

家族介護慰労事業助成件数 14 世帯 13 世帯 15 世帯
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施策７：住まい・生活の場の支援

地域包括ケアシステムの実現に向けては、高齢者が心身の状況に応じて、安心して日常

生活が送れる住まいの選択ができる環境整備が必要となります。

このため、住み慣れた自宅において、安心して暮らし続けられるよう支援するほか、心

身や環境の変化に伴う住み替えの際に、選択肢となる施設やサービス等の情報提供を行い

ます。

（１）住まいの選択に関する支援

本市においては、持ち家が中心であることから、住み慣れた地域に可能な限り住み続

けられるよう、住宅改修を中心とした在宅生活の支援を進めます。

また、特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム等の介護保険施設や居住系

サービス、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等の高齢者の住まいについて、

幅広く情報収集を行い、国や府・事業者との連携を図りながら、本市における住まいのあ

り方を検討するとともに、利用者ニーズに合った住まいの選択が可能となるよう、適切

な情報提供に努めます。

（２）介護保険施設以外の高齢者施設等の整備

①養護老人ホーム

65 歳以上の高齢者であって、環境上の理由や経済的な理由により在宅での生活が困

難な高齢者が入所するための施設として養護老人ホームが整備されています。

本市内に整備されている養護老人ホームは、外部サービス利用型施設であるため、特

定施設サービス計画に基づき、介護サービス事業所の提供するサービスを受けること

ができます。

今後も入所者のニーズに合ったサービス提供に努めます。

②軽費老人ホーム（Ａ型・Ｂ型）

家庭環境、住宅事情等により在宅での生活が困難な高齢者が、低額で利用できる施設

です。Ａ型は収入が利用料の２倍程度以下であること、Ｂ型は、食事の提供がなく自炊

ができることという入所の条件があります。

今後も、自立生活がやや困難な高齢者が、少ない費用負担で見守りや食事のサービス

提供を受けることができ、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう介護保険

の在宅サービスと連携を図りながらサービスの提供に努めます。
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③軽費老人ホーム（ケアハウス）

高齢者が訪問介護等の介護保険の在宅サービスを利用しながら、居住性とケアに配

慮し、自立した生活を確保するための施設です。今後も介護保険の在宅サービスとの連

携を図りながら、サービス提供に努めます。

また、「高齢者あんしんサポートハウス」については、現在、園部圏域に１施設（定

員 30人）が整備されていますが、さらに定員 30人を増設し、高齢者の住まいの充実

を図ります。

④サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）

サービス付き高齢者向け住宅は、見守り、生活相談等のサービスを受けられるバリア

フリー化された賃貸住宅です。そこで提供をされる介護保険サービスは、特定施設入居

者生活介護の適用を受けるものと在宅サービスとして提供されるものに分かれます。

利用を希望している人が安心して利用することができるよう施設に関する情報提供

に努めていきます。

■整備計画

サービス種別

現 状 計画（定員数の増減） 計画

2020 年

(令和 2年)

度末

2021 年

(令和 3 年)度

2022 年

(令和 4年)度

2023 年

(令和 5 年)度

2023 年

(令和 5 年)

度末

養護老人ホーム 32 人 32 人

軽費老人ホーム

（Ａ型・Ｂ型）
50 人 50 人

軽費老人ホーム

（ケアハウス）
218 人 248 人

うち、高齢者あんしんサポートハ

ウス
30 人 30 人 60 人

サービス付き高齢者向け住宅 59 人 59 人

うち、特定施設入居者生活介護

の指定を受けた施設
59 人 59 人

あた新たな整備は見込まない

あた新たな整備は見込まない

あた新たな整備は見込まない

あた新たな整備は見込まない
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施策８：高齢者の安心・安全の確保

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるため、防火・防災、防犯、交通安全対策

等、高齢者に配慮した社会環境の整備に努めます。

特に、近年台風等による風水害が多発しており、地震による大きな被害も予想されてい

ることから、災害時要配慮者に対する体制の整備を行います。

また、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、高齢者に対する感染症対策について改め

て検討します。

（１）防災対策・災害時の支援体制の構築

災害時に何らかの支援や配慮が必要な方を登録した「災害時要配慮者支援台帳」など

を活用し、南丹市消防団や自主防災組織をはじめ、各関係機関・団体等との連携のもと、

安否確認や避難誘導体制などの支援体制づくりを進めるとともに、避難情報の確実な伝

達、避難場所の確保、防災意識の醸成など、災害時における高齢者への支援の充実を図り

ます。

また、介護事業所等における避難訓練の実施、物資の備蓄状況や災害に関する計画の

定期的な確認を促すなど、日頃から介護事業所等との連携に努めます。

■実績

（※）登録要件「65 歳以上の一人暮らし高齢者」「75 歳以上のみで構成される世帯の者」「要介護

３・４・５の認定を受けている者」に該当する登録者数の合計

項 目

実 績

2018 年
（平成 30 年）度

2019 年
（令和元年）度

2020 年
（令和２年）度
（※見込値）

災害時要配慮者支援台帳登録者数（※） 1,851 人 1,840 人 1,569 人

対象者数に対する登録率 35.8％ 37.2％ 32.8％
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（２）感染症への対策

インフルエンザやノロウイルスをはじめとした感染症への対策については、これまで

から予防啓発に取り組んでいますが、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、

今後の備えと対応の体制整備について、改めて検討を進めます。

特に、感染症に対する備えとして、介護事業所等における訓練や研修の充実、代替サー

ビスの確保に向けた連携体制の構築を検討します。また、感染症対策のために外出や交

流を控える高齢者も少なくないことから、安心して通いの場を開催できるよう、最新の

感染症予防対策等の情報提供を行います。

あわせて、高齢者の健康や命を守るため、感染拡大防止策の周知啓発を行います。

（３）防犯・消費者被害対策

特殊詐欺事件の標的とされるなど、高齢者が被害者となる事件が多くなっています。

高齢者が安心して生活できる社会環境をつくるために、南丹警察署や関係機関等と連携

を強化するとともに、地域住民や自治会、老人クラブ、民生児童委員協議会、社会福祉協

議会等が協力し地域ぐるみで日頃から声かけを行うなど見守りネットワークの構築に努

めます。

（４）高齢者の交通安全対策

高齢者の活動の機会が増加するとともに、高齢者が交通事故にあう機会が増加してい

るため、南丹警察署や関係機関等と連携して、一層の交通安全の啓発に努め、交通事故防

止を推進します。

近年、高齢者の増加に伴い、高齢者の交通事故が増加しています。そのため、自動車運

転免許証を自主返納した高齢者に対しての支援などについて、関係部局と検討を進めて

いきます。

■実績

項 目

実 績

2018 年

（平成 30 年）度

2019 年

（令和元年）度

2020 年

（令和２年）度

（※見込値）

自動車運転免許証を自主返納した高齢者数 95 人 148 人 130 人
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基本目標４：健康で生き生きと暮らせるまちづくり

施策９：健康づくり・介護予防の推進

高齢者が、いつまでも健康で幸せに暮らせることが、何よりも大切です。心身の健康を

維持・増進し、介護が必要な状態になることなく、生き生きと人生を送ることができるよ

うに、健康づくりと介護予防を推進します。

（１）健康管理・健康づくり

高齢者は有病率も高くなり、病気とうまく付き合っていくことが重要です。本市では、

市民の健康増進を支援するため、「南丹市健康増進・食育推進計画」に基づき、「健康

寿命の延伸」を図るため、市民が健康づくりと生活習慣病予防のための正しい知識等を

身につけ、健康づくりに取り組めるように、各種健康診査・がん検診を実施しています。

今後ますます認知症の方の増加が予想される中、その原因となる脳血管疾患の発症

予防・重症化予防のために、各種健康診査の受診を呼びかけるとともに、健康教育・健

康相談で生活習慣の改善や早期発見の方法などを広く周知していきます。

■実績と目標

項 目

実 績 目 標

2018 年

(平成 30 年)度

2019 年

(令和元年)度

2020 年

（令和２年）度

（※見込値）

2021 年

（令和３年）度

2022 年

（令和４年）度

2023 年

（令和５年）度

特定健診受診率

40～74 歳
45.4％ 44.9％ 40.0％ 54.0％ 57.0％ 60.0％

すこやか健診受診率

75 歳～
24.7％ 25.9％ 20.0％ 28.0％ 29.0％ 30.0％

胃がん検診受診率 11.2％ 10.9％ 10.0％ 30.0％ 40.0％ 50.0％

肺がん検診受診率 13.6％ 14.0％ 12.0％ 30.0％ 40.0％ 50.0％

大腸がん検診受診率 13.9％ 14.2％ 12.0％ 30.0％ 40.0％ 50.0％

乳がん検診受診率 31.7％ 29.9％ 20.0％ 30.0％ 40.0％ 50.0％

子宮がん検診受診率 26.4％ 25.9％ 20.0％ 30.0％ 40.0％ 50.0％

健康教育 回数

人数

34回

560 人

34 回

730 人

30 回

130 人
－ － －

健康相談 回数

人数

37回

126 人

49 回

512 人

12 回

90 人
－ － －
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（２）介護予防・重度化防止の推進

①介護予防普及啓発事業

高齢者が元気で自立した生活を続けていくため、健診結果報告会、サロン活動等で、

保健師・栄養士等による生活改善のアドバイスを実施します。また、市民自らが主体的

に介護予防に取り組めるよう支援します。

②地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組の機能強化を図るため、通所・訪問リハビリテーション、

地域ケア会議、サービス担当者会議、住民による通いの場等で、理学療法士などリハビ

リテーションの専門職による助言が得られるように関係機関との連携等により体制づ

くりに取り組み、介護予防の強化を図ります。

■実績

項 目

実 績

2018 年

（平成 30 年）度

2019 年

（令和元年）度

2020 年
（令和２年）度

（※見込値）

各種運動教室・体力測定
29 回

645 人

28 回

499 人

26 回

120 人

後期高齢運動教室
102 回

1,719 人

98 回

1,707 人

98 回

1,460 人

健康教育相談

（出前講座・結果報告）

114 回

3,435 人

57 回

1,129 人

12 回

120 人

介護予防サポーター養成講座
1 回

25 人

1 回

23 人

1回

7人

住民主体の体操教室 6カ所 6カ所 6 カ所
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（３）後期高齢者の特性を踏まえた健康づくり（保健事業と介護予防の一体

的事業）

高齢化が進行しており、特に後期高齢者の増加が顕著となっています。

後期高齢者医療広域連合による医療面の健康支援と、市町村の行う介護や保健サービ

スとの連携が求められる中、令和２年度より高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

の取組を行っています。

①後期高齢者の健康課題を把握した個別支援

健診・医療・介護のデータや後期高齢者の質問票等から健康課題を把握し、低栄養、

筋力低下、口腔機能低下等による心身の機能低下の予防、生活習慣病等の重症化予防を

行うため、かかりつけ医と連携しながら訪問相談・保健指導を実施します。

②通いの場等での健康教育・健康相談

地域の健康課題をもとに、通いの場等においてフレイル※予防の普及啓発活動や運

動・栄養・口腔等の健康教育・健康相談を実施します。また、通いの場等における取組

において把握した高齢者の状況に応じて、健診や医療の受診勧奨、介護サービスの利用

勧奨等を行います。

※ フレイル：健康な状態と要介護状態の中間に位置する状態のこと。体重や筋肉量の減少を主な原因とした

低栄養や口腔機能、運動機能、認知機能の低下などの虚弱に近い状態をいいますが、適切な治療や予防を

行う事で要介護状態に進まずにすむ可能性があります。
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施策 10：高齢者の社会参加などによる生きがいづくりの推進

「人生 100年時代」ともいわれるようになり、高齢期を自分らしく生き生きと過ごす

ことは、個人にとっても、社会にとっても、大切なことです。

初老期の過ごし方が高齢期にも影響することから、一人ひとりがどこかで、誰かと関わ

りながら、生涯を通じて活躍できるように、社会参加を促進します。

（１）生きがいづくりの支援

①高齢者の学習機会の提供

60 歳以上の市民を対象とした生涯学習講座「さくら楽習館」を開設し、市内各地域

の社会教育施設を利用しながら、充実した講座を計画、実施しています。心身ともに健

康で生きがいと喜びに満ちた生活が送れるよう、学習機会の提供と地域活動に参加で

きる仕組みづくりを推進していきます。

■実績

②老人クラブ活動の支援

老人クラブは、地域を基盤に結成された自主的な組織であり、仲間づくりを通して、

自らの健康づくり、文化・スポーツ活動、社会福祉活動、寝たきり老人等への家庭訪問

等のボランティア活動など、様々な取組を展開しています。

今後、超高齢化社会が進む中で、高齢者自身が地域活動の担い手としての役割を果た

すことや、老人クラブが主体となった健康増進活動の場等を企画・運営することが期待

されます。

このような老人クラブの活動に対し必要な支援を行い、高齢者の積極的な社会参加

と生きがいづくりを促進します。

■実績

項 目

実 績

2018 年

（平成 30 年）度

2019 年

（令和元年）度

2020 年

（令和２年）度

（※見込値）

さくら楽習館参加者数 385 人 106 人 30 人

項 目

実 績

2018 年

（平成 30 年）度

2019 年

（令和元年）度

2020 年

（令和２年）度

南丹市老人クラブ連合会加入単位クラブ団体数 90 団体 90 団体 82 団体
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③高齢者福祉センターの活用

健康福祉の拠点として、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための総合

的施設で、60歳以上の高齢者を対象に利用いただく施設として、「こむぎ山健康学園

老人福祉センター（園部町）」、「八木老人福祉センター（八木町）」、「美山高齢者

コミュニティセンター（美山町）」の３カ所を設置しています。

高齢者が集い、憩い、介護予防などのより一層の推進を目指し、サークル活動への場

所の提供や高齢者のニーズに応じた講座を展開する等、高齢者同士が交流を深めるこ

とができるとともに、今後は健康づくり等の介護予防に重点を置くなど、事業内容の充

実に努めます。

■実績

（２）高齢者の就業機会の拡大

①シルバー人材センター

高齢者の方に就業機会を提供することにより、高齢者の社会参加を促進することを

目的として設置されたシルバー人材センターに対して、運営補助金を交付します。

また、会員組織活動の強化、事務局機能の強化、生活支援サービスの拡大やそれに向

けての技能講習の充実等、自主的な活動を支援し、高齢者が活躍できる場の確保につな

げます。

あわせて、本市では福祉サービス提供事業所としても重要な位置を占めており、今後

も市と連携しながら、サービス提供の充実を図ります。

■実績

項 目

実 績

2018 年

（平成 30 年）度

2019 年

（令和元年）度

2020 年

（令和２年）度

（※見込値）

こむぎ山健康学園利用者数 2,397 人 3,515 人 2,800 人

八木老人福祉センター利用者数 10,495 人 10,115 人 8,000 人

美山高齢者コミュニティセンター利用者数 5,422 人 4,466 人 3,200 人

項 目

実 績

2018 年

（平成 30 年）度

2019 年

（令和元年）度

2020 年

（令和２年）度

（※見込値）

シルバー人材センター登録者数 642 人 641 人 646 人
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（３）ボランティア等活動の支援・連携

①ボランティア人材の育成・発掘、情報提供

社会福祉協議会が行っているボランティア事業への支援や人材育成・発掘等の支援

を行いつつ、高齢者が積極的に参加できるよう情報提供を行っています。

②サロン活動の推進

社会福祉協議会より委嘱を受けたふれあい委員や民生児童委員等が中心となって地

域でのサロン活動を充実させており、身近な居場所づくりとして、これらの活動を支援

します。

■実績

項 目

実 績

2018 年

（平成 30 年）度

2019 年

（令和元年）度

2020 年

（令和２年）度

（※見込値）

社会福祉協議会登録ボランティア数 1,273 人 1,287 人 1,075 人

社会福祉協議会登録サロン数 129 件 122 件 116 件
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基本目標５：介護保険サービスを利用して安心して暮らせる

まちづくり

施策 11：介護サービスの確保方策

さらなる高齢化の進行に伴い、要介護認定者や介護サービス利用者の増加が見込まれる

中、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも暮らしていくためには、施設・居住系サービス

をはじめ、在宅サービスの充実など、必要な介護サービスの確保が求められています。

また、各サービスのうち、市町村が指定・指導監督権限を持つ地域密着型サービスは、

その市町村の住民のみが身近な地域で利用できるサービスとして、整備を推進してきまし

た。

一方、中長期的な視点では、高齢者の人数は減少傾向にあるため、本市の将来を見据え

た介護サービス基盤の整備を図ることが必要です。

市全域及び日常生活圏域におけるサービス供給体制、要介護認定者の推移、必要サービ

ス量等の状況を踏まえ、第８期計画期間では次のとおり介護サービス基盤の整備に努めま

す。

（１）施設・居住系サービス

施設系サービスは、第８期計画期間では介護老人福祉施設、介護老人保健施設につい

て、本市内での新たな整備計画はありませんが、既存施設でのサービスの一部転換による

介護老人福祉施設の増床が予定されており、サービスの充実、待機者の改善につなげてい

きます。

また、介護医療院、介護療養型医療施設は本市にはないものの、近隣施設での利用状況

等を踏まえ、必要なサービス量の確保に努めます。

居住系サービスは、第７期計画期間において特定施設入居者生活介護の整備が一定数さ

れたことから、本計画期間での整備・増床は見込まないこととします。

入所者・入居者に対するサービスの質的向上を図るため、京都府等と連携しながら引き

続き事業者の取り組みを支援します。

〈地域密着型サービス〉

第８期計画期間における施設・居住系サービスの新たな整備・増床は見込んでいませ

ん。
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（２）在宅サービス

在宅サービスは、居宅での生活を支えるサービスとして、必要なサービス量の確保を目

指すとともに、各日常生活圏域においてバランスよく介護資源が整備されるように努めま

す。

在宅介護の中心となる通所介護（デイサービス）については、第８期計画期間に日吉圏

域（胡麻地区）で１事業所の整備が予定されており、サービス供給体制の充実を図りま

す。なお、市全域及び各圏域におけるサービスの利用状況や供給状況等を踏まえ、他の新

規事業所の整備は見込んでいませんが、事業所や利用者ニーズに変化が生じた場合など、

状況に応じて新たな事業所整備を検討します。

また、訪問系のサービスを中心に、サービスの利用状況を把握しながら、必要に応じて

既存事業者によるサービスの拡充や新規参入を促進等より、サービスの安定的な供給に努

めます。

〈地域密着型サービス〉

要介護者認定を受けた高齢者等が、住み慣れた地域でいつまでも生活を続けていくため

には、24時間365日の在宅生活を支えるサービスの充実が必要です。そのため、「通い」

を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供する小規模多機能型居宅介護の役割

は、非常に大きいと思われます。

現在、園部圏域に２事業所、日吉圏域に１事業所が整備されています。第８期計画期間

では、美山圏域（知井地区）で１事業所の整備が予定されており、未整備である八木圏域

においても新規参入を促し、市内の全ての圏域においてサービスの供給ができるよう、体

制の強化に取り組みます。

また、夜間を含め24時間安心して在宅生活が継続できるよう、夜間対応型訪問介護な

ど夜間帯にも対応した訪問系サービスについて、新規参入の誘導に努めます。

定員が18人以下の地域密着型通所介護（デイサービス）の整備については、通所介護

（広域型：定員が19人以上）等の通所系サービスの利用状況、整備見込みを含め一体的

に検討する必要があります。市全域及び各圏域におけるサービスの利用状況や供給状況等

を踏まえ、他の新規事業所の整備は見込んでいませんが、事業所や利用者ニーズに変化が

生じた場合など、状況に応じて新たな事業所整備を検討します。
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施策 12：介護給付の適正化

介護給付の適正化は、介護サービスを必要とする被保険者の適正な認定や、利用者の自

立支援に向けた適切なサービスを提供できるよう、サービスの質の向上と適正な給付を通

じて、介護保険制度への信頼を高め、持続可能な介護保険制度の構築に資するものです。

（１）介護保険制度の理解の醸成

高齢者だけではなく幅広い年齢層に介護保険制度の周知を図り、保険料などの費用負

担の仕組みについても市民の理解を深めるため、ガイドブック等を全戸配布するととも

に、市の広報誌やホームページ・ＣＡＴＶ等の活用、出前講座の実施など、様々な面から

広報活動に取り組みます。

（２）適正な認定調査と認定審査の実施

①認定調査・資料内容点検

調査員に対して、定められた調査方法や判定基準での認定調査・特記事項の記載を徹

底するため、定期的に研修を実施し、調査員としての資質向上に努めます。

また、認定審査会資料である認定調査結果と主治医意見書は、市職員により全て事前

に確認を行い、適正な認定審査が円滑に実施されるよう取り組みます。

②適正な介護認定審査会の運営

認定審査は、その審査結果が被保険者のサービス利用に影響し、保険給付の基準にも

なるため、適正に行われる必要があります。本市の介護認定審査会は４つの合議体によ

り構成されており、認定審査はそれぞれの合議体で実施しています。定められた手法及

び基準により審査判定がなされるよう、研修や委員相互の意見交換などの機会を設け、

認定審査の平準化や適正な介護認定審査会の運営に努めています。

（３）介護給付等の適正化への取組及び目標設定（介護給付適正化計画）

①要介護認定の適正化

適切かつ公平な要介護認定の確保のため、認定調査後の内容点検等の実施を通じて

適正化を図ります。

②ケアプランの点検

研修等を通じてケアマネジャーや点検に携わる職員の能力向上を図るとともに、点

検の実施を通じて受給者が必要なサービスの確保を図ります。

また、事業所やケアマネジャーに対し、定期的なケアプランの自主点検を促します。
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③住宅改修等の点検

住宅改修や福祉用具を必要とする受給者の実態確認や見積書の点検、現地調査の実

施を通じて、受給者に必要な生活環境の確保、給付の適正化を図ります。

また、入院からの在宅復帰時に住宅改修等への助言を求めるなど、リハビリテーショ

ン専門職等の関与を強化し、より効果的な生活環境の実現を目指します。

④医療情報との突合・縦覧点検

医療保険情報の突合点検・介護報酬支払情報の縦覧点検の実施を通じて、誤請求・重

複請求などを排除し適正な給付を図ります。

⑤介護給付費通知

介護サービスの利用状況や給付額等を通知することにより、受給者や事業者に対し

サービスの利用状況の確認を促し、適切なサービスの提供に努めます。

⑥給付実績の活用

給付実績と要介護認定に係るデータを活用し、提供されたサービスが適切なもので

あったかをケアマネジャーや介護サービス事業所と共同で確認することにより、給付

の適正化を図ります。

■実績と目標

項 目

実 績 目 標

2018 年

(平成 30 年)度

2019 年

(令和元年)度

2020 年

（令和２年）度

（※見込値）

2021 年

（令和３年）度

2022 年

（令和４年）度

2023 年

（令和５年）度

認定調査

事後点検

件数 1,835 件 2,202 件 1,700 件 2,200 件 2,200 件 2,200 件

実施率 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％

ケアプラン

点検

事業所数 5 カ所 8 カ所 6 カ所 6カ所 7カ所 7カ所

自主点検

実施率
－ － － 30％ 50％ 80％

住宅改修・

福祉用具

(購入・貸与)

点検

実施率 100% 100% 100% 100% 100％ 100%

現地調査 － － － 5 件 5 件 5 件

リハビリ

専門職の

関与件数

－ － － 5 件 10 件 15 件

医療情報との突合 12回 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回

縦覧点検回数 12回 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回

介護給付費通知 － － － 1 回 1 回 1 回

給付実績の活用回数
（市介護給付適正化支
援システム）

4回 3回 3回 3 回 3 回 3 回
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（４）介護サービスの質の向上

①サービス事業者への指導・助言

利用者に適切なサービスが提供されサービスの質の維持・向上を図るためには、事業

者に対し指定基準・運営基準等の遵守を徹底するとともに、保険者の立場から指導・助

言を行うことが重要です。

そのため、京都府や関係機関と連携しながら、事業者への実地調査などを行い、事業

者による不正の防止と適正なサービスを提供できる体制づくりに努めます。

また、地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所については市町村が指

定・指導監督権限を有しているため、利用者に対し、適切でよりよいサービスが提供さ

れるよう事業者との連携を深め、積極的に情報提供などの支援・助言を行い、事業者へ

の実地調査も行いながら指導・監督を行います。

■実績と目標

②ケアマネジャーの育成、質的向上

地域包括支援センターを中心にケアマネ連絡会等で事例検討や専門的な研修を行っ

てきました。しかしながら、ケアマネジャーが抱える課題は多岐にわたり、相談できる

窓口の整備が求められています。

今後もケアマネジャーのニーズをくみ取りながら、研修会等を開催するとともに、ケ

アマネジャーの育成と質的向上のため、地域包括支援センター等の関係機関と連携し

ながら、支援に努めます。

■実績と目標

項 目

実 績 目 標

2018 年

(平成 30 年)度

2019 年

(令和元年)度

2020 年

（令和２年）度

（※見込値）

2021 年

（令和３年）度

2022 年

（令和４年）度

2023 年

（令和５年）度

指導事業所数 6 カ所 9カ所 2 カ所 7 カ所 8 カ所 7カ所

集団指導実施回数 0回 1 回 1回 2回 2回 2 回

項 目

実 績 目 標

2018 年

(平成 30 年)度

2019 年

(令和元年)度

2020 年

（令和２年）度

（※見込値）

2021 年

（令和３年）度

2022 年

（令和４年）度

2023 年

（令和５年）度

ケアマネ連絡会

実施回数
6 回 4 回 2回 4回 4回 4 回

ケアマネ研修会

実施回数
2 回 1 回 0回 2回 2回 2 回
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③介護サービス相談員の派遣によるサービスの質の向上

介護サービス相談員養成研修を受講した相談員を、希望があったサービス事業所に

派遣し、利用者の話を聞くことで疑問や不満、不安の解消を図るとともに、利用者とサ

ービス提供事業者との橋渡しを行います。

また、相談員の資質向上のために、定期的な研修受講や、訪問事業所関係者との意見

交換会の開催、他市町の相談員と交流するなど相談員業務が充実するよう取組を進め

ます。

■実績と目標

項 目

実 績 目 標

2018 年

（平成 30 年）

度

2019 年

（令和元年）度

2020 年

（令和２年）度

（※見込値）

2021 年

（令和３年）度

2022 年

（令和４年）度

2023 年

（令和５年）度

派遣事業所数 9事業所 9 事業所 9事業所 9事業所 10事業所 11 事業所

派遣回数 138 回 130 回 24 回 144 回 156 回 168 回
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施策 13：介護サービス従事者の人材確保

本市の介護保険事業者においても、介護サービス従事者の確保が課題となっています。

特に、現状で訪問介護員や介護職員が不足していると感じている事業者が多く、今後の

見通しについても悲観している事業者が多いなど、事業を運営する上で大きな課題となっ

ています。

介護保険サービスの安定的な提供のためにも、介護サービスに従事する人材の確保と資

質、職場環境の向上を進めていきます。

（１）介護サービス従事者の人材確保

①採用活動の支援

多くの介護保険事業者が、様々な手段により職員募集を行っているにもかかわらず、

それに対する応募がない、あるいはあっても少ない状況であり、人材の確保が厳しい状

況にあります。

また、人材確保のため採用活動を行っても、約半数の事業者で必要な人材を速やかに

採用できていない状況です。

このような状況を鑑み、本市では、多様な従事者の確保を目的とし、介護保険事業者

の採用活動を支援するための新たな支援制度の創設を検討します。
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②人材の掘り起こし

本市では、介護保険事業者の人材不足の解消を目的に、「介護職員初任者研修受講者

支援事業」を実施し、研修修了者が市内事業所に一定期間勤務することを条件として、

研修受講費用の一部を助成しています。

今後、「介護福祉士実務者研修」等、対象となる研修を拡大することにより、市内に

潜在する介護の担い手の掘り起しを進めます。

また、本事業を活用し、市内の介護保険事業者への就職を支援することにより、介護

サービス従事者の確保につなげていきます。

③関係機関との連携

介護人材確保の取組について、より効果的かつ事業者ニーズに応えられるよう、市内

事業者との連携を強化するとともに、事業者の意向も踏まえた施策の実現を目指しま

す。

そして、市内事業所への就職を促すための就職説明会や介護現場での雇用に向けた

再研修の実施、再就職準備資金の貸出など、京都府や福祉人材・研修センター、ハロー

ワーク等の関係機関と連携し、介護人材確保の取組を支援します。

また、福祉を支える中核的人材の育成や、人材育成に取り組む事業所を分かりやすく

紹介するため、市内の介護保険事業者等に対し、京都府が実施している「きょうと福祉

人材育成認証制度」への登録や、認証取得への取組を啓発・促進します。

（２）やりがいのある職場づくり

①人材育成

各事業所では、採用した従事者を研修等に参加させたり、あるいはその費用を支援し

たりするなど、様々な取組により人材育成に努めておられます。

本市では、このような市内事業者に対し、「介護職員処遇改善加算」の取得を後押し

し、人材育成に向けた取組を支援するとともに、市内で働く介護従事者が、本人の能力

や役割分担に応じたキャリアパス※の道をつくるために必要な研修等を受講するため

の支援制度の創設を検討します。

※ キャリアパス：ある職位や職務に就任するために必要な業務経験とその順序、配置移動のルートの総称。

つまり、キャリアアップの道筋のこと。
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②職場環境の整備

介護の職場は、高齢者の生活に直接かかわることから、大きな責任を負う職場でもあ

りますが、実際に従事されている方は人との触れ合いや奉仕の精神により、仕事にやり

がいを感じて働いています。

こうしたことからも、小中学校をはじめとした教育機関等や関係機関と連携を図り、

これまでの介護現場のイメージを改善する取組を進めていきます。

また、介護ロボットや ICT※を活用し、労働負担の軽減や業務効率の向上を図るため

の支援策を講じることにより、介護従事者が継続して就労できるための環境を整えま

す。

※ ICT：「Information and Communication Technology」の略で、「情報通信技術」と訳される。

IT（「Information Technology」）は「情報技術」そのものを指すものとして使われるのに対し、ICT は

「情報技術」を使って人とインターネット、人と人が繋がる技術を指すものとして使われる。
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第３部 介護保険サービス事業量の見

込み
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１ 介護保険料算定の流れ

下記の手順で、介護保険サービス量、第１号被保険者の保険料基準額（月額）を算出し

ます。

ステップ１ 第１号被保険者数・要介護認定者数の見込み

１－１ 第１号被保険者数（※Ｐ83）

○男女別・年齢別人口の推計

１－２ 要介護（要支援）認定者数（※Ｐ84）

○男女別・年齢別の要介護（要支援）認定率をもとに推計

ステップ２ サービス別の利用者数・利用回数等の見込み

２－１ 施設・居住系サービス利用者（※Ｐ85）

○施設等の整備計画を踏まえた入所見込者数の設定

２－２ 在宅サービス（※Ｐ86・87）

○施設等サービス利用者を除いた介護度別の対象者数に各サービスの利用率を乗じてサー

ビス量（利用者数・利用回数）を推計

ステップ３ 介護保険事業費等の見込み

３－１ 介護保険給付費の見込み

○予防給付費・介護給付費の推計

・予防給付、介護給付の各サービスの１人あたりサービス費用をもとに総事業費を算出

○地域支援事業費の推計

・介護予防・日常生活支援総合事業費、包括的支援事業・任意事業費

３－２ 総費用の見込み

○介護給付費・予防給付費＋地域支援事業費＋その他

ステップ４ 第１号被保険者の介護保険料の設定

４－１ 保険料基準額（月額）の設定

○第１号被保険者の負担総額÷第１号被保険者数（３年間）

４－２ 所得段階別保険料の設定
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２ 介護保険サービスの概要

（１）施設サービス

介：介護給付対象サービス ／ 予：予防給付対象サービス

【地域密着型サービス】

（２）居住系サービス

サービス名 概 要

施設等で利用する介護サービス

介護老人福祉施設

（特別養護老人ホーム）

介

寝たきりや認知症などで、常に介護が必要で自宅での生活が難しい人
が対象の施設です。入所者に対し、入浴・排せつ・食事等の介護、機
能訓練、健康管理、療養上の世話などを行います。

介護老人保健施設

（老人保健施設）

介

病状が安定し、リハビリテーションなどの医療サービスに重点を置い
た介護が必要な人が対象の施設です。居宅への復帰を目指して、医学
的な管理のもとで看護、リハビリテーションや入浴・排せつ・食事等
の日常生活上の世話を行います。

介護医療院

介

「日常的な医療管理」や「看取り・ターミナルケア」等の医療機能と
「生活施設」としての機能を兼ね備えた新たな施設です。要介護者に
対し、長期療養のための医療と、日常生活上の介護を一体的に行いま
す。

介護療養型医療施設

介

急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり
療養が必要な人が対象の施設です。介護体制の整った医療施設（病院）
で、医療サービスや日常生活上の介護などを行います。

サービス名 概 要

小規模な施設等で暮らしながら利用する介護サービス（居住系・施設系サービス）

地域密着型介護老人福祉施

設 介

要介護者を対象に、定員 29 人以下の小規模な特別養護老人ホーム
で、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、健康管理などの支援を
行うサービスです。

サービス名 概 要

有料老人ホームや高齢者用住宅で利用する介護サービス

特定施設入居者生活介護

介・予

介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、養護老人ホームや軽費老人
ホーム等に入居している利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介
護、その他の日常生活上の世話や機能訓練等を行うサービスです。
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【地域密着型サービス】

（３）在宅サービス

サービス名 概 要

小規模な施設等で暮らしながら利用する介護サービス（居住系・施設系サービス）

認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）介・予

認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴、排せつ、食
事等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練等を行うサービ
スです。

地域密着型特定施設入居者

生活介護 介

介護保険の指定を受けた定員29人以下の小規模な有料老人ホーム、
養護老人ホームや軽費老人ホーム等に入居している利用者に対し
て、入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常生活上の世話
を行うサービスです。

サービス名 概 要

自宅に訪問してもらい利用する介護サービス

訪問介護（ホームヘルプ）

介

訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の居宅を訪問し、入浴、排せ
つ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の日常生活上の世話を行うサ
ービスです。

訪問看護

介・予

医師の指示に基づき、利用者の居宅を看護師等が訪問し、健康チェッ
クや療養上の世話又は必要な診療の補助を行うサービスです。

訪問入浴介護
介・予

自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、利用者の居宅を移動入浴車
で訪問し、入浴の介護を行うサービスです。

訪問リハビリテーション
介・予

医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪
問し、心身機能の維持回復及び日常生活の自立支援に必要なリハビリ
テーションを行うサービスです。

居宅療養管理指導

介・予
病院や診療所の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士等が居宅を訪問
し、薬の飲み方、食事など療養上の管理、指導を行うサービスです。

日帰りで利用する介護サービス

通所介護

（デイサービス） 介

日中、デイサービスセンター等で、入浴、排せつ、食事等の介護、そ
の他の日常生活上の世話や機能訓練等を行うサービスです。

通所リハビリテーション

（デイケア） 介・予

介護老人保健施設や病院、診療所で、心身機能の維持回復及び日常生
活の自立支援等を目的とするリハビリテーションを行うサービスで
す。

短期間泊まって利用する介護サービス

短期入所

（ショートステイ）

介・予

○短期入所生活介護

介護老人福祉施設等に短期間入所している利用者に対して、入浴、食
事、その他日常生活上の世話や機能訓練等を行うサービスです。

○短期入所療養介護

介護老人保健施設等に短期間入所している利用者に対して、医師や看
護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の世話など
を行うサービスです。
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【地域密着型サービス】

福祉用具・住宅改修

福祉用具貸与 介・予
日常生活上の自立を助ける用具や機能訓練のための用具を貸与する
サービスです。

福祉用具購入費の支給

介・予

日常生活上の自立を助ける用具のうち、衛生管理などの問題で貸与に
なじまない排せつ・入浴に関する用具について、その購入費用の一部
を支給します。

住宅改修費の支給

介・予

在宅の利用者が、住み慣れた自宅で生活を続けられるよう、その体調
に応じた小規模な住宅改修（手すりの取り付け、段差の解消等）に対
して、費用の一部を支給します。

ケアプランの作成

居宅介護支援

介

居宅介護支援事業所のケアマネジャーが中心となって、ケアプランを
作成するほか、利用者が安心してサービスを利用できるよう支援する
サービスです。

介護予防支援

予

地域包括支援センターの職員等が中心となって、介護予防ケアプラン
を作成するほか、利用者が安心してサービスを利用できるよう支援す
るサービスです。

サービス名 概 要

自宅に訪問してもらい利用する介護サービス

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護

介

重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日
中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが
密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行うサービスで
す。

夜間対応型訪問介護

介

中重度の要介護状態となっても、夜間を含め 24 時間安心して在宅生
活が継続できるよう、夜間（18 時～８時）に定期的に各自宅を巡回
し、排せつの介助や安否確認などのサービスを行う定期巡回と利用
者の求めに応じて随時対応する訪問介護を組み合わせたサービスで
す。

日帰りで利用する介護サービス

認知症対応型通所介護

介・予

認知症の利用者を対象に、デイサービスセンター等で、入浴、排せ
つ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練等を行う
サービスです。

地域密着型通所介護

介

日中、利用定員が 18名以下のデイサービスセンター等で、入浴、排
せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練等を行
うサービスです。

在宅生活をまるごと支える介護サービス

小規模多機能型居宅介護

介・予

利用者の体調や希望に応じて、サービス拠点への「通い」を中心に、
「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供し、在宅生活の継続を支援
するサービスです。

看護小規模多機能型居宅介
護

介

「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」など、複数の在宅サービ
スや地域密着型サービスを組み合わせて、１つの事業所が一体的に
提供するサービスです。
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（４）地域支援事業によるサービス

予：予防給付対象サービス ／ 事：事業対象者サービス

サービス名 概 要

訪問型サービス

予・事

訪問介護に相当する国基準サービスと、身体介護を含まない生活援助
のみのサービスとして、市独自基準サービスＡがあります。

通所型サービス

予・事
通所介護に相当する国基準サービスがあります。

介護予防

ケアマネジメント

予・事

事業対象者と要支援１又は２の認定を受けた方のうち、介護予防・日
常生活支援総合事業のみを利用する方に対し、地域包括支援センター
の職員が要支援者に対するアセスメントを行い、状態や置かれている
環境に応じて、本人が自立した生活を送ることができるようケアプラ
ンを作成します。
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３ 第１号被保険者数・要介護認定者数の見込み

（１）第１号被保険者数

第１号被保険者数は、第８期計画期間（令和 3年度～５年度）は、10,800 人程度で推

移すると推計されます。

なお、第 1号被保険者とは、南丹市が運営する介護保険の被保険者で、65 歳以上の方

です。南丹市の第 1号被保険者の中には、南丹市外の施設に入所している方もおられま

す。一方、市内の施設に入所している方の中には、南丹市以外の市町村の被保険者もおら

れます。南丹市の第１号被保険者は、住民登録者（住民基本台帳人口）よりも 2.2％程度

少なくなっています。

10,972 10,923 10,926 10,874 10,781 10,710 10,629 
9,431 

9,783 9,719 9,587 9,504 9,490 9,399 9,185 

6,750 

20,755 20,642 20,513 20,378 20,271 20,109
19,814

16,181

0
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10,000

12,500

15,000

17,500
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22,500

平成

30年度

(2018)

令和

元年度

(2019)

令和

２年度

(2020)

令和

３年度

(2021)

令和

４年度

(2022)

令和

５年度

(2023)

令和

７年度

(2025)

令和

22年度

(2040)

（人）

40～64歳

(第２号

被保険者）

65歳以上

（第１号

被保険者）

第８期計画第７期計画

推計値

資料：住民基本台帳人口（各年９月末日）にもとづく推計値に

介護保険月報（各年９月）１号被保険者数との差を

補正し（年齢区分別比率を乗じて）算出
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（２）要介護（要支援）認定者数

第８期計画期間（令和３年度～５年度）の要介護（要支援）認定者数（第 2号被保険

者を含む）は、約 2,500 人で推移し、認定率は 23％前後で推移すると推計されます。

163 166 188 194 195 193 192 177

500 523 523 529 543 550 547
517

270
271

290 303 303 303 298
289

507 479
483 477 473 475 464

450

416 411
413 415 419 418 408

401

295 278
324 342 349 348

345

337

225 237

222
226 228 229

224

216

2,376 2,365
2,443

2,486 2,510 2,516
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2,387
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22.1 
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23.0 23.2 23.0 
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10.0
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20.0

25.0

0
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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成

30年度

(2018)

令和

元年度

(2019)

令和

２年度

(2020)

令和

３年度

(2021)

令和

４年度

(2022)

令和

５年度

(2023)

令和

７年度

(2025)

令和

22年度

(2040)

認
定
率
（
％
）

認
定
者
数
（
人
）

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

認定率

※認定者数：第２号被保険者を含む認定者数

認定率：第１号被保険者に占める要支援・要介護認定者（第２号被保険者を除く）の割合。

出典：地域包括ケア「見える化システム」による推計結果

推計値

第８期計画第７期計画
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４ サービス別の利用者数・利用回数の見込み

（１）施設・居住系サービス

施設・居住系サービスの利用者を下記のとおり見込みます。なお、要介護認定者のうち

これらの施設・居住系サービス利用者を除いた者が、在宅サービスの対象者となります。

520 517 506 528 533 538 532 513 

89 90 90 
90 90 90 89 

87 

7 20 27 
32 34 36 36 

34 

616 627 623 
650 657 664 657 

634 

25.9 26.5
25.5

26.1 26.2 26.4 26.5 26.6
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4

6
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18
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22

24

26

28

0

100

200

300

400

500

600

700

800

平成

30年度

(2018)

令和

元年度

(2019)

令和

２年度

(2020)

(見込値)

令和

３年度

(2021)

令和

４年度

(2022)

令和

５年度

(2023)

令和

７年度

(2025)

令和

22年度

(2040)

（％）（人）

居住系（特定施設入所者

生活介護）

地域密着型サービス

施設サービス

施設・居住系比率

※地域密着型サービス：認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

施設サービス：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設

※施設・居住系比率は、第２号被保険者を含む認定者数に対する割合。

第８期計画第７期計画

(単位：人）

平成
30年度
(2018)

令和
元年度
(2019)

令和
２年度
(2020)

(見込値）

令和
３年度
(2021)

令和
４年度
(2022)

令和
５年度
(2023)

令和
７年度
(2025)

令和
22年度
(2040)

居住系サービス

0 1 1 3 3 3 3 3

7 19 26 29 31 33 33 31

地域密着型サービス

0 0 0 0 0 0 0 0

69 69 70 70 70 70 69 67

0 0 0 0 0 0 0 0

20 20 20 20 20 20 20 20

施設サービス

322 334 336 350 355 360 356 344

172 154 141 145 145 145 143 138

0 5 11 11 21 22 33 31

27 25 18 22 12 11

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

介護療養型医療施設

※地域密着型サービスのうち、地域密着型特定施設入居者生活介護と地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び
　　施設サービスは、要支援では利用することができません。

特定施設入居者生活介
護

予防給付（要支援）

介護給付（要介護）

認知症対応型共同生活
介護

予防給付（要支援）

介護給付（要介護）

中長期見込第７期計画(実績値） 第８期計画(見込値）
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（２）在宅サービス

1 か月あたりのサービスの利用量（回数、利用者数）をまとめると、次のとおりです。

①介護予防サービス
単位：各項目の（　）内

平成
30年度
(2018)

令和
元年度
(2019)

令和
２年度
(2020)

(見込値）

令和
３年度
(2021)

令和
４年度
(2022)

令和
５年度
(2023)

令和
７年度
(2025)

令和
22年度
(2040)

介護予防サービス

人数（人） 1 1 1 1 1 1 1 1

回数（回） 6 3 5 5 5 5 5 5

人数（人） 16 15 15 14 14 14 14 11

回数（回） 68 60 48 61 61 61 61 48

人数（人） 31 45 33 37 37 37 37 35

回数（回） 263 399 297 329 329 329 329 312

人数（人） 11 15 18 20 20 20 20 19

人数（人） 80 90 96 101 104 104 103 97

人数（人） 10 7 5 5 5 5 5 4

人数（人） 1 1 1 1 1 1 1 1

日数（日） 3 2 3 3 3 3 3 3

介護予防福祉用具貸与 人数（人） 247 267 283 290 295 295 292 274

人数（人） 4 3 4 4 4 4 4 3

介護予防住宅改修 人数（人） 6 5 10 7 7 7 7 6

地域密着型介護予防サービス

人数（人） 0 0 0 0 0 0 0 0

回数（回） 3 2 0 0 0 0 0 0

人数（人） 7 6 5 7 10 13 15 12

介護予防支援 人数（人） 310 328 337 345 353 357 355 333

※回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

特定介護予防福祉用具購入費

介護予防訪問リハビリテーション

第７期計画(実績値） 第８期計画(見込値） 中長期見込

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護
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②介護サービス

③介護予防・日常生活支援総合事業

単位：各項目の（　）内

平成
30年度
(2018)

令和
元年度
(2019)

令和
２年度
(2020)

(見込値）

令和
３年度
(2021)

令和
４年度
(2022)

令和
５年度
(2023)

令和
７年度
(2025)

令和
22年度
(2040)

居宅サービス

人数（人） 304 309 310 314 315 316 317 312

回数（回） 6,043 5,465 5,276 5,793 5,829 5,857 5,872 5,790

人数（人） 19 21 20 24 24 24 23 22

回数（回） 86 97 88 102 102 102 98 94

人数（人） 101 97 97 102 103 103 100 94

回数（回） 609 505 525 605 613 613 593 556

人数（人） 71 83 91 100 102 102 100 96

回数（回） 610 753 888 905 923 924 904 868

居宅療養管理指導 人数（人） 98 119 135 144 147 148 144 139

人数（人） 352 373 350 383 418 421 413 401

回数（回） 3,099 3,392 3,022 3,366 3,673 3,699 3,629 3,524

人数（人） 138 139 141 148 151 152 150 146

回数（回） 960 1,012 1,007 1,074 1,097 1,104 1,089 1,061

人数（人） 210 203 166 206 203 201 201 184

日数（日） 2,195 2,121 2,063 2,219 2,181 2,170 2,160 1,982

人数（人） 39 42 36 33 33 33 32 31

日数（日） 303 328 305 247 247 247 242 232

福祉用具貸与 人数（人） 591 594 598 636 650 656 646 626

特定福祉用具購入費 人数（人） 10 10 11 11 11 11 11 10

住宅改修費 人数（人） 7 7 9 11 12 12 12 11

地域密着型サービス

人数（人） 0 0 0 0 0 0 0 0

夜間対応型訪問介護 人数（人） 0 0 0 0 0 0 0 0

人数（人） 166 139 156 173 174 174 173 167

回数（回） 1,330 1,073 1,200 1,357 1,366 1,367 1,358 1,310

人数（人） 50 44 51 51 51 51 51 48

回数（回） 479 426 461 489 491 491 490 460

人数（人） 39 29 28 38 50 62 70 68

人数（人） 0 0 0 0 0 0 0 0

居宅介護支援 人数（人） 880 865 868 902 922 936 923 893

※回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数。

第８期計画(見込値） 中長期見込

通所リハビリテーション

第７期計画(実績値）

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

通所介護

短期入所生活介護

短期入所療養介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

（単位：人）

平成
30年度
(2018)

令和
元年度
(2019)

令和
２年度
(2020)

(見込値）

令和
３年度
(2021)

令和
４年度
(2022)

令和
５年度
(2023)

令和
７年度
(2025)

令和
22年度
(2040)

訪問介護相当サービス 149 146 149 149 149 149 144 119

訪問型サービスＡ 10 10 10 10 10 10 10 10

通所介護相当サービス 209 222 222 222 222 222 214 177

※１月当たりの利用者数。

事業／サービス種別・項目

第７期計画(実績値） 第８期計画(見込値） 中長期見込

介護予防・生活支援サービス事業



88

５ 事業費の見込み

（１）介護保険給付費

サービス見込量に、サービスごとの利用１回・1日あたり（又は１月あたり）給付額を

乗じて総給付費を求めます。

■予防給付

（単位：千円）

平成
30年度
(2018)

令和
元年度
(2019)

令和
２年度
(2020)

(見込値）

令和
３年度
(2021)

令和
４年度
(2022)

令和
５年度
(2023)

令和
７年度
(2025)

令和
22年度
(2040)

介護予防サービス

介護予防訪問入浴介護 577 336 491 475 475 475 475 475

介護予防訪問看護 4,395 4,087 3,442 3,951 3,954 3,954 3,954 3,121

介護予防訪問リハビリテーション 9,913 14,967 11,313 12,455 12,462 12,462 12,462 11,812

介護予防居宅療養管理指導 918 1,170 1,489 1,665 1,666 1,666 1,666 1,574

介護予防通所リハビリテーション 34,699 39,564 43,012 44,589 46,073 46,073 45,586 42,894

介護予防短期入所生活介護 3,381 2,481 1,325 2,014 2,015 2,015 2,015 1,612

介護予防短期入所療養介護 266 217 290 321 321 321 321 321

介護予防福祉用具貸与 19,843 22,282 23,874 23,495 23,961 23,961 23,709 22,269

特定介護予防福祉用具購入費 1,064 843 1,016 1,089 1,089 1,089 1,089 816

介護予防住宅改修 4,757 4,091 10,740 6,130 6,130 6,130 6,130 5,324

介護予防特定施設入居者生活介護 0 1,022 1,131 3,498 3,499 3,499 3,499 3,499

地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護 257 185 0 0 0 0 0 0

介護予防小規模多機能型居宅介護 4,102 5,498 4,703 4,857 7,034 8,994 10,443 8,269

介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 0 0 0 0 0

介護予防支援 16,467 17,427 17,864 18,444 18,882 19,096 18,989 17,812

合計 100,639 114,170 120,690 122,983 127,561 129,735 130,338 119,798

※給付費は年度間累計の金額。千円未満を四捨五入しているため、合計額が一致しない場合がある。

第７期計画(実績値） 第８期計画(見込値） 中長期見込
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■介護給付

（単位：千円）

平成
30年度
(2018)

令和
元年度
(2019)

令和
２年度
(2020)

(見込値）

令和
３年度
(2021)

令和
４年度
(2022)

令和
５年度
(2023)

令和
７年度
(2025)

令和
22年度
(2040)

居宅サービス

訪問介護 197,339 184,219 184,753 190,024 191,334 192,278 192,784 190,031

訪問入浴介護 12,184 13,683 12,810 14,640 14,649 14,649 14,008 13,437

訪問看護 44,785 38,745 40,281 45,718 46,348 46,348 44,757 41,944

訪問リハビリテーション 22,507 28,015 32,492 33,554 34,236 34,272 33,546 32,213

居宅療養管理指導 9,081 12,057 14,411 13,447 13,729 13,808 13,472 12,998

通所介護 298,505 326,115 295,537 320,842 350,335 352,490 345,955 336,070

通所リハビリテーション 99,357 104,759 102,938 112,781 115,521 116,252 114,631 111,672

短期入所生活介護 218,160 217,456 207,952 221,415 217,767 216,945 215,574 197,892

短期入所療養介護 38,520 41,601 42,698 31,032 31,050 31,050 30,514 28,983

福祉用具貸与 99,918 101,331 99,249 105,501 107,723 108,781 106,840 103,528

特定福祉用具購入費 2,575 2,587 3,734 2,935 2,935 2,935 2,935 2,663

住宅改修費 6,320 6,426 9,226 10,040 10,985 10,985 10,985 10,040

特定施設入居者生活介護 12,475 39,384 57,472 60,898 64,784 68,457 68,457 64,784

地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 0 0 0 0 0 0 0

夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型通所介護 130,079 101,957 117,895 132,958 134,015 134,407 133,176 128,081

認知症対応型通所介護 59,023 52,666 57,500 59,569 59,903 59,903 59,536 56,002

小規模多機能型居宅介護 80,072 61,609 57,990 72,285 95,200 117,944 130,937 128,500

認知症対応型共同生活介護 199,232 203,515 208,805 206,563 206,677 206,677 203,661 197,754

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設入
所者生活介護

67,603 68,770 69,274 68,467 68,505 68,505 68,505 68,505

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 0 0 0 0

施設サービス

介護老人福祉施設 948,362 989,317 1,023,948 1,037,135 1,052,733 1,067,756 1,053,858 1,020,284

介護老人保健施設 546,175 494,059 470,795 467,280 467,539 467,539 462,422 446,377

介護医療院 398 22,053 48,445 51,510 98,118 102,476 154,014 145,299

介護療養型医療施設 109,964 100,330 70,919 90,451 49,364 45,397

居宅介護支援 146,728 146,525 145,738 149,617 152,678 154,693 152,463 147,583

合計 3,349,361 3,357,181 3,374,862 3,498,662 3,586,128 3,634,547 3,613,030 3,484,640

※給付費は年度間累計の金額。千円未満を四捨五入しているため、合計額が一致しない場合がある。

第７期計画(実績値） 第８期計画(見込値） 中長期見込
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（２）地域支援事業費

地域支援事業費の項目別の事業費の見込みは下表のとおりです。

（単位：千円）

平成
30年度
(2018)

令和
元年度
(2019)

令和
２年度
(2020)

(見込値）

令和
３年度
(2021)

令和
４年度
(2022)

令和
５年度
(2023)

令和
７年度
(2025)

令和
22年度
(2040)

地域支援事業費（総事業費） 223,525 228,767 234,108 236,950 236,950 236,950 231,325 203,026

１．介護予防・日常生活支援総合事業 126,699 127,182 127,617 127,600 127,600 127,600 127,167 106,539

２．包括的支援事業（地域包括支援
　　センターの運営）及び任意事業

72,322 72,951 73,206 73,200 73,200 73,200 70,873 63,202

３．包括的支援事業
　　（社会保障充実分）

24,504 28,634 33,285 36,150 36,150 36,150 33,285 33,285

※千円未満を四捨五入しているため、合計額が一致しない場合がある。

事業／サービス種別・項目

第７期計画(実績値） 第８期計画(見込値） 中長期見込
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（３）総費用額

介護保険事業を運営するために必要となる費用は、予防給付費、介護給付費、地域支援

事業に要する費用から構成されます。なお、市町村特別給付については、保険料に与える

影響を鑑み、本計画においても見込まないこととします。

介護サービス・介護予防サービスを利用する場合、費用の１割又は２割、３割が利用者

の自己負担となり、残りの９割又は８割、７割が保険から給付されます。（以下、「保険

給付」という。）

第８期計画期間３年間における介護保険事業の事業費の見込みは、次のとおりです。

(単位：千円）

合計 令和
３年度
（2021）

令和
４年度
（2022）

令和
５年度
（2023）

令和
７年度
（2025）

令和
22年度
（2040）

標準給付費見込額（Ａ） 11,825,692 3,872,644 3,950,075 4,002,973 3,978,403 3,826,312

総給付費 11,099,616 3,621,645 3,713,689 3,764,282 3,743,368 3,604,438

434,074 154,415 139,660 139,999 137,877 132,815

特定入所者介護サービス費等給付額 563,888 186,611 188,413 188,863 186,011 179,180

129,813 32,196 48,753 48,864 48,134 46,365

244,301 81,084 80,625 82,592 81,609 75,709

高額介護サービス費等給付額 248,000 82,000 82,000 84,000 83,000 77,000

3,699 916 1,375 1,408 1,391 1,291

高額医療合算介護サービス費等給付額 37,000 12,000 12,500 12,500 12,000 10,000

算定対象審査支払手数料 10,700 3,500 3,600 3,600 3,550 3,350

地域支援事業費（Ｂ） 710,850 236,950 236,950 236,950 231,325 203,026

介護予防・日常生活支援総合事業費 382,800 127,600 127,600 127,600 127,167 106,539

219,600 73,200 73,200 73,200 70,873 63,202

包括的支援事業（社会保障充実分） 108,450 36,150 36,150 36,150 33,285 33,285

市町村特別給付費等（Ｃ） 0 0 0 0 0 0

12,536,542 4,109,594 4,187,025 4,239,923 4,209,728 4,029,338

第1号被保険者負担分相当額 2,883,405 945,207 963,016 975,182 985,076 1,079,863

2,387,295

予定保険料収納率 99.00%

※千円未満を四捨五入しているため、合計額が一致しない場合がある。

中長期見込

特定入所者介護サービス費等給付額
（財政影響額調整後）

特定入所者介護サービス費等の
見直しに伴う財政影響額

包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）
及び任意事業費

合計（Ａ+Ｂ+Ｃ）

高額介護サービス費等の見直しに伴う財政影響額

高額介護サービス費等給付額
（財政影響額調整後）

保険料収納必要額
（※調整交付金、介護給付費準備基金取崩額を考慮して算出）

第８期計画
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６ 第１号被保険者の保険料の設定

（１）第１号被保険者の介護保険料の算出

①費用の負担

・第１号被保険者の負担は、保険給付の 23％が標準的な負担となります。また、第２

号被保険者は 27％で、保険給付の半分が被保険者の負担となり、残りの 50％を公費

（国・都道府県・市町村）で負担しています。また、国庫負担分のうち、５％にあた

る額は、市町村間の財政力格差を調整するための調整交付金として交付されます。

・介護予防・日常生活支援総合事業、地域支援事業については、実施する事業によって

負担割合が異なります。包括的支援事業・任意事業については、第２号被保険者の負

担はなく、第１号被保険者と公費によって財源が構成されています。

第１号

被保険者

23.0%

第２号

被保険者

27.0%
南丹市

12.5%

京都府

17.5%

国

15.0%

調整

交付金

5.0％

■標準給付費（施設サービス）

第１号

被保険者

23.0%

第２号

被保険者

27.0%
南丹市

12.5%

京都府

12.5%

国

20.0%

調整

交付金

5.0％

■標準給付費（施設サービス以外）

第１号被

保険者

23.00%

南丹市

19.25%

京都府

19.25%

国

38.50%

■地域支援事業

（包括的支援事業費、任意事業費）

第１号

被保険者

23.0%

第２号

被保険者

27.0%
南丹市

12.5%

京都府

12.5%

国

20.0%

調整

交付金

5.0％

■地域支援事業
（介護予防・日常生活支援総合事業費）
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②介護保険財政安定化基金及び介護保険給付費準備基金

【介護保険財政安定化基金】

京都府では、府内保険者（市町村）の介護保険財政の安定化を図るため、介護保険財

政安定化基金として各保険者からの拠出金を積み立てており、必要に応じてこれを取

り崩し、保険者に交付することにしています。第８期においては、各保険者からの拠出

金の積み立て及び各保険者への交付は予定されておりません。

【介護保険給付費準備基金】

介護保険料は、介護保険事業計画期間中に見込まれる給付費等に基づき算出される

ため、その計画期間中の介護給付費が見込額を下回る場合は、介護保険料に余剰が生じ

ることになります。そして、介護保険料に余剰が生じた場合は、これを介護保険給付費

準備基金に積み立て、必要に応じて取り崩し、次期計画に繰り入れることで、適正な介

護保険料の算定及び介護保険財政の安定化を図るものとされています。

本市では、第 7期計画期間中に約 2.7 億円の準備基金残高を見込んでおり、第８期

計画期間における適正な介護保険料の算定のため、準備基金を 1.3 億円取り崩し、保

険料の大幅な上昇を抑制することとします。

③保険料収納必要額

「保険料収納必要額」は、第８期計画期間中において、第１号被保険者に負担いただ

く保険料として確保する必要のある額であり、下表のとおりです。

（単位：千円）

① 標準給付費見込額

② 地域支援事業費 710,850

③ 第１号被保険者負担分相当額／（①＋②）×23.0％

④ 調整交付金／A－C

A 調整交付金相当額／（①＋②の総合事業のみ）×5％ 610,425

B 調整交付金見込交付割合 7.5～8.0％

C 調整交付金見込額 951,534

⑤ 財政安定化基金拠出金及び償還金 0

⑥ 市町村特別給付費等 0

⑦ 市町村相互財政安定化事業負担額 0

⑧ 準備基金取崩額 130,000

保険料収納必要額／③＋④＋⑤＋⑥＋⑦－⑧

▲ 341,109

３か年累計区  分

11,825,692

2,387,295

2,883,405
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（２）第１号被保険者の介護保険料の設定

①保険料段階

第１号被保険者の保険料は、被保険者の負担能力に応じたきめ細かな保険料賦課を

図るため、これまでから国が示す標準的な段階を超える多段階に設定しています。

第８期の保険料段階設定にあたっては、基本的な段階区分は第７期を踏襲しつつ、公

費負担による仕組みを継続し、負担軽減に努めます。

所得段階
所得等の条件 基準額に対する割合

第７期 第８期 第７期 第８期

第１段階

生活保護受給者又は世帯全員が市民税非課税で

老齢福祉年金受給者

本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金

収入額と合計所得金額の合計が 80 万円以下

0.50 0.50

第２段階
本人及び世帯全員

が市民税非課税

本人の前年の課税年金収入額と

合計所得金額の合計が

80万円を超え 120 万円以下

0.75 0.75

第３段階
本人の前年の課税年金収入額と合計

所得金額の合計が 120 万円を超える
0.75 0.75

第４段階
本人が市民税非課

税かつ同一世帯に

市民税課税者がい

る

本人の前年の課税年金収入額と合計

所得金額の合計が 80万円以下
0.90 0.90

第５段階

（基準額）

本人の前年の課税年金収入額と合計

所得金額の合計が 80万円を超える
1.00 1.00

第６段階

本人が市民税課税

合計所得金額が 120 万円未満 1.20 1.20

第７段階

合計所得金額が

120 万円以上

200 万円未満

合計所得金額が

120 万円以上

210 万円未満

1.30 1.30

第８段階

合計所得金額が

200 万円以上

300 万円未満

合計所得金額が

210 万円以上

320 万円未満

1.50 1.50

第９段階

合計所得金額が

300 万円以上

400 万円未満

合計所得金額が

320 万円以上

400 万円未満

1.70 1.70

第 10段階 合計所得金額が 400 万円以上 600 万円未満 1.80 1.80

第 11段階 合計所得金額が 600 万円以上 2.00 2.00
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前掲の所得段階別の第１号被保険者数については、次のように見込んでいます。

※所得段階別加入割合補正後被保険者数とは、保険料基準額（第５段階）を負担する所

得段階に属している第１号被保険者の負担率を「1.0」とした場合、所得段階別の保

険料基準額に対する割合に応じて、保険料基準額を負担する第１号被保険者の何人

分に相当するかを算出し、算出後の人数について合計したものです。

本市においては、８期計画期間中の被保険者数合計 32,365 人に対し、所得段階別加

入割合補正後被保険者数は 31,598 人となり低所得者層の割合が高い結果となって

います。

合計 令和
３年度

（2021）

令和
４年度

（2022）

令和
５年度

（2023）

第１段階 5,365 1,803 1,787 1,775

第２段階 3,457 1,161 1,152 1,144

第３段階 2,887 970 962 955

第４段階 3,604 1,211 1,200 1,193

第５段階 5,125 1,722 1,707 1,696

第６段階 5,545 1,863 1,847 1,835

第７段階 3,894 1,308 1,297 1,289

第８段階 1,424 479 474 471

第９段階 375 126 125 124

第10段階 396 133 132 131

第11段階 293 98 98 97

　 　計 32,365 10,874 10,781 10,710

31,598 10,616 10,526 10,456
所得段階別加入割合補正後
被保険者数

第８期計画

所得段階
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②保険料収納率

第１号被保険者からの保険料徴収は、特別徴収（年金からの天引き）と普通徴収（納

付書又は口座振替による納付）がありますが、普通徴収分については徴収率が 100％

に達していない現状を踏まえ、第８期の予定保険料収納率としては 99.0％を見込んで

います。

〈保険料負担の仕組み〉
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③保険料基準額

第８期における第１号被保険者の介護保険料基準額を下記により算出すると、

月額 6,360 円になります。

保険料基準額（月額）の内訳は次のとおりです。

① 保険料収納必要額

② 予定保険料収納率 99.0%

③ 所得段階別加入割合補正後被保険者数

④ 保険料基準額（月額）   ①÷②÷③÷12 6,360円

2,387,295 千円

31,598 人

区  分 ３か年累計

金額(円) 構成比

総給付費 5,892 87.9%

施設サービス 2,761 41.2%

居住系サービス 438 6.5%

在宅サービス 2,693 40.2%

その他給付費 445 6.6%

地域支援事業費 436 6.5%

財政安定化基金（拠出金見込額＋償還金） 0 0.0%

市町村特別給付費等 -67 -1.0%

保険料収納必要額（月額） 6,706 100.0%

準備基金取崩額 -346 -5.2%

保険料基準額（月額） 6,360 94.8%

保険料基準額（月額） 6,360円
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④所得段階別保険料

第８期計画期間の所得段階別介護保険料を以下のとおり設定します。

■第１号被保険者の所得段階別保険料

※低所得者の保険料軽減を図るため、第 1段階～第 3段階を対象に公費が投入される

予定です。（公費投入後の基準額に対する割合 第１段階 0.50→0.30、第２段階

0.75→0.50、第３段階 0.75→0.70）

所得段階 所得等の条件

保険料

基準額に
対する割合

年額

第１段階

生活保護受給者又は世帯全員が市民税非課税で

老齢福祉年金受給者

本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税

年金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円以下

0.50 38,160 円

第２段階
本人及び世帯全員

が市民税非課税

本人の前年の課税年金収入額と

合計所得金額の合計が

80万円を超え 120 万円以下

0.75 57,240 円

第３段階
本人の前年の課税年金収入額と合計

所得金額の合計が 120 万円を超える
0.75 57,240 円

第４段階
本人が市民税非課

税かつ同一世帯に

市民税課税者がい

る

本人の前年の課税年金収入額と合計

所得金額の合計が 80万円以下
0.90 68,680 円

第５段階

（基準額）

本人の前年の課税年金収入額と合計

所得金額の合計が 80万円を超える
1.00 76,320 円

第６段階

本人が

市民税課税

合計所得金額が

120 万円未満
1.20 91,580 円

第７段階
合計所得金額が

120 万円以上 210 万円未満
1.30 99,210 円

第８段階
合計所得金額が

210 万円以上 320 万円未満
1.50 114,480 円

第９段階
合計所得金額が

320 万円以上 400 万円未満
1.70 129,740 円

第 10段階
合計所得金額が

400 万円以上 600 万円未満
1.80 137,370 円

第 11段階
合計所得金額が

600 万円以上
2.00 152,640 円
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資料編

１．関係法令

２．南丹市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱

３．南丹市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会委員名簿
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１．関係法令

（１）地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律

（２）認知症施策推進大綱

これまでの認知症施策をさらに強力に推進するため、令和元年に、認知症施策推進関

係閣僚会議において「認知症施策推進大綱」が取りまとめられました。同大綱では、認知

症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現

を目指すため、次の５つの項目に沿って施策を推進することとされています。

１.普及啓発・本人発信支援

・認知症サポーターの養成等を通じた認知症に関する理解促進や相談先の周知、認知症の人本人から

の発信支援に取り組むこと

２.予防

・研究機関、医療機関、介護サービス事業者等と連携し、認知症の予防に関する調査研究を推進する

こと

・認知症に関する正しい知識と理解に基づき、通いの場における活動の推進など、予防を含めた認知

症への「備え」としての取組を推進すること

３.医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

・早期発見、早期対応に向けて、かかりつけ医、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員、認

知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センターなどのさらなる質の向上や連携の強化を推進す

ること

・介護サービス基盤整備や介護人材確保、介護従事者の認知症対応力向上に取り組むこと

・介護者の負担軽減のため認知症カフェなどを推進すること

４.認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援

・生活のあらゆる場面で、認知症になってからもできる限り住み慣れた地域で普通に暮らし続けてい

くための障壁を減らしていく「認知症バリアフリー」の取組を推進すること

・若年性認知症支援コーディネーターの充実等により、若年性認知症の人への支援を推進すること

・地域支援事業の活用等により、認知症の人の社会参加活動を促進すること

５.研究開発・産業促進・国際展開

・国が中心となって、地方公共団体と連携しながら、認知症の予防法やリハビリテーション、介護モ

デル等に関する調査研究の推進に努めること
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２．南丹市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成18年1月1日

告示第70号

改正 平成19年7月30日告示第180号

平成21年1月30日告示第29号

平成23年3月31日告示第109号

(設置)

第1条 本市における、本格的な高齢社会の到来に伴う多くの課題に対処し、連携のとれ

た保健・福祉サービスの提供体制の確立を図ること及び介護保険事業に係る保険給付の

円滑な実施に関する計画を定めるため、南丹市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定

委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 介護保険事業計画の進捗状況に関すること。

(2) 介護保険事業の円滑な運営に関すること。

(3) 南丹地域包括支援センター運営協議会に関すること。

(4) 南丹市地域密着型サービス運営協議会に関すること。

(5) その他介護保険事業に調整が必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係団体等

(2) 学識経験者

(3) 被保険者等

(4) その他

(委員長及び副委員長)

第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から互選によってこれを定め

る。
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2 委員長は、策定委員会の会務を総理し、策定委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は3年とする。

2 欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 策定委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、市民福祉部において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成19年7月30日告示第180号)

この要綱等は、平成19年8月1日から施行する。

附 則(平成21年1月30日告示第29号)

この告示は、平成21年2月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日告示第109号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。
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３．南丹市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会委員名簿

氏 名 所 属 等 備 考

１ 吉田 進 社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会 副委員長

２ 寺尾 哲雄 社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

３ 森 昭夫
公益財団法人

南丹市福祉シルバー人材センター

４ 中村 裕予 社会福祉法人 長生園

５ 杉本 博 医療法人 清仁会

６ 植野 幸生 社会福祉法人 日吉たには会

７ 小東 伸大 社会福祉法人 北桑会

８ 谷口 和隆 南丹市民生児童委員協議会

９ 佐野 清 南丹市身体障害者福祉会

10 谷 義治 南丹市老人クラブ連合会

11 廣野 良定 船井医師会 委 員 長

12 吉田 隆夫 南丹市介護認定審査会

13 出野 比啓 学識経験者

14 四方 啓子 京都府南丹保健所企画調整課
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